
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（島根２号機

（３６１）） 

２．日 時：令和２年１０月２０日 １３時３０分～１８時１５分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階Ｄ会議室（ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者（※・・・ＴＶ会議システムによる出席） 

新基準適合性審査チーム 

江嵜企画調査官、角谷管理官補佐、義崎管理官補佐、千明主任安全審査

官、羽場崎主任安全審査官、服部主任安全審査官、照井安全審査官、中

村原子力規制専門員 

事業者： 

 中国電力株式会社 

山田常務執行役員 電源事業本部 部長（電源土木） 他２６名※ 

 

５．自動文字起こし結果 

  別紙のとおり 

  ※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

   発言者による確認はしていません。 

 

６．配布資料 

 なし 

 

 



別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:02 規制庁のハットリです。 

0:00:05 中国電力本社さん聞こえますかどうぞ。 

0:00:14 はい。中国電力本社聞こえております。 

0:00:17 はい。中国電力東京ヴォイスさん聞こえますか。どうぞ。 

0:00:24 中国電力の小林さん聞こえております。どうぞ。 

0:00:28 はい。 

0:00:29 それではただいまから島根原子力発電所 2 号炉の許可審査についてヒアリン

グを開始いたします。 

0:00:36 本日の議題は、43 条のＳＡ他アクセスで第 1 回目のヒアリングとなります。 

0:00:46 本日は、あらかじめ提示いただいている説明スケジュールに沿って、二つのパ

ートに分けてヒアリングを行います。 

0:00:54 まずは施設や斜面についての説明と確認を行い、 

0:00:59 次に審査会合のコメント回答について説明と確認を行います。よろしいでしょう

か、どうぞ。 

0:01:12 はい。了解です。 

0:01:16 はい。よろしければまず資料の確認からお願いいたします。どうぞ。 

0:01:23 中国電力のフジムラです。 

0:01:25 まず資料の確認をさせてください。 

0:01:28 今回はいい方Ｎｏ.ＥＰ061 

0:01:33 回 64 のものになります。 

0:01:36 一つ目が、右肩Ｎｏ.括弧節の 4 のパワーポイント資料。 

0:01:43 次に、右肩Ｎｏ.カッコか 1 の審査会合における指摘事項一覧。 

0:01:52 次に、右肩Ｎｏ.括弧会議のヒアリングにおける指摘事項一覧。 

0:01:59 次に、 

0:02:01 右肩Ｎｏ.回 64 のまとめ資料。 

0:02:04 最後に、右肩Ｎｏ.括弧費の 3 年比較表です。 

0:02:11 以上の 5 分でございます。 

0:02:13 他部局がないかは確認をお願いします。 

0:02:18 規制庁のハットリです。 

0:02:20 提出年月日はすべて令和 2 年 10 月 9 日で大丈夫でしょうかどうぞ。 

0:02:28 それで大丈夫でございます。 

0:02:30 はい、それでは資料について過不足等はございませんでしょうか。 

0:02:40 ないようですので、それでは最初のパートから説明、規制庁のハットリです。 

0:02:48 それでは最初のパートから説明を始めてください。どうぞ。 



0:02:54 それでは本日は右肩Ｎｏ.括弧節の 4 のパワーポイント資料を用いてご説明さ

せていただきます。 

0:03:01 前いたしました中国電力のフジムラです。 

0:03:06 ポイント数量を用いてご説明させていただきます。 

0:03:09 1 ページをお願いします。 

0:03:13 1 から 3 ページに目次を示しております。 

0:03:19 本日の御説明範囲は、 

0:03:21 6 ポツ、保管場所の評価の①、③、④、 

0:03:27 7 ポツ、屋外のアクセスルートの評価の①、③、④、 

0:03:33 11 ポツ、審査会合での指摘事項に対する回答。 

0:03:39 12 ポツ、第 861 回審査会合からの変更点の箇所になります。まず 1 ページか

ら 2 ページの斜面の内容をご説明させていただきます。 

0:03:51 そこで一度切ってコメントをいただき、 

0:03:54 そのあとで 3 ページの内容の説明を行います。6 ページをお願いします。 

0:04:03 6 ページでは、 

0:04:04 場所、アクセスルートの周辺斜面及び敷地 3 斜面につきまして、地震時の安

定性評価のフローをお示ししております。 

0:04:15 保管場所の周辺斜面及び敷地斜面が、アクセスルート周辺斜面を兼ねること

から、 

0:04:22 保管場所の周辺斜面及び敷地下斜面にアクセスルート周辺斜面も含めて評

価いたします。 

0:04:31 安定性評価のフローでは、保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼす斜面

につきまして、グループごとに 

0:04:39 影響要因の番号付与数及び簡便法による滑り安全率の観点から評価対象斜

面を選定します。 

0:04:49 評価対象斜面に対し二次元動的ＦＥＭ解析を実施することで、滑り安全率が

1.0 を上回ることを確認します。 

0:04:59 なお画面法は、ＪＥＡＧ46012015 に基づき、 

0:05:05 静的震度低地＝0.3、 

0:05:08 ＫＶ＝0.15 を用いました。 

0:05:11 7 ページをお願いします。 

0:05:16 7 ページでは、保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼす恐れのある斜面

の抽出を行っております。 

0:05:25 他場所アクセスルートの周辺斜面は、地形図に基づいて網羅的に抽出しまし

た。 



0:05:32 抽出された斜面に対し、 

0:05:34 離隔距離及び滑り方向、滑り方向を考慮し、崩壊した際に、保管場所及びアク

セスルートに影響を及ぼす恐れのある斜面を抽出しました。 

0:05:47 保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼす恐れのある斜面は、図に赤枠で

お示しした斜面となります。 

0:05:55 なお、図の左上にあります地すべり地形②が示されるものと斜面に関しまして

は、 

0:06:03 離隔距離が確保できており、保管場所及びアクセスルートには影響がありま

せん。 

0:06:10 8 ページをお願いします。 

0:06:13 8 ページでは、 

0:06:15 標高ごと及び種類ごとのグループ分け、 

0:06:19 また評価対象斜面の選定を行っております。 

0:06:24 保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼす恐れのある斜面につきまして、 

0:06:28 斜面ののり標高ごと及び種類ごとに四つのグループに分類しました。 

0:06:36 分類したグループごとに、滑り安全率が厳しくなると考えられる影響要因の観

点から比較を行い、 

0:06:43 影響要因の番号を付与いたしました。 

0:06:48 教員の番号付与数及び簡便法の滑り安全密により定量的に比較検討し、 

0:06:55 評価対象斜面を選定しました。 

0:06:58 なお、①断面から③断面及び⑩断面については、対策を実施していることか

ら、対策を反映した安定解析を実施しております。 

0:07:10 9 ページをお願いします。 

0:07:13 9 ページでは、グループＡのうち、岩盤斜面における評価対象斜面の選定をお

示ししております。 

0:07:20 一方では、 

0:07:22 教員の番号表数が多い断面及び簡便法の滑り安全率が小さいだめに色をつ

けております。 

0:07:30 教員の番号付与数が多いこと、及び加盟法の最小滑り安全率が小さいことか

ら、ある断面を評価対象斜面に選定しました。 

0:07:41 斜面の断面位置及び地質断面図を 10 ページから 11 ページにお示ししており

ます。 

0:07:48 12 ページをお願いします。 

0:07:52 12 ページでは、グループへの内森と斜面における評価対象斜面の選定結果

をお示ししております。 



0:08:01 行にあります通り⑨断面に比べても離脱が厚いこと。 

0:08:05 茶面高さが高いこと及び関連方向の最小滑り安全率が小さいことから、和智

断面を評価対象斜面に選定しました。 

0:08:16 斜面の断面位置及び地質断面図を 13 ページにお示ししております。 

0:08:23 14 ページをお願いします。 

0:08:27 14 ページでは、グループＡの評価結果をお示ししております。 

0:08:32 グループＡの評価対象斜面につきまして、 

0:08:35 基準地震動による二次元動的ＦＥＭ解析を実施した結果、 

0:08:39 平均強度での最小滑り安全率が 

0:08:43 評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認しました。 

0:08:49 15 ページをお願いします。 

0:08:54 15 ページではＧｒｏｕｐＢの斜面における評価対象斜面の選定結果を示してお

ります。 

0:09:01 安定性評価フローに基づき、影響要因の番号付与数及び下面方の滑り安全

率により、⑫断面から⑭断面を評価対象斜面に選定しました。 

0:09:14 斜面の断面位置及び実断面図を 16 ページから 17 ページにお示ししておりま

す。 

0:09:20 18 ページをお願いします。 

0:09:25 18 ページではＧｒｏｕｐＢの評価結果を示しております。 

0:09:30 ＧｒｏｕｐＢの評価対象斜面につきまして、基準地震動による二次元動的ＦＥＭ

解析を実施した結果、 

0:09:38 平均強度での最小滑り安全率が評価基準値 1.0 を上回っており、 

0:09:43 安全性を有することを確認しました。 

0:09:46 19 ページをお願いします。 

0:09:51 19 ページではＧｒｏｕｐＣの斜面における評価対象斜面の選定結果をお示しし

ております。 

0:09:58 ＧｒｏｕｐＣの斜面はのり時標高ＴＰ88ｍ付近の森の斜面が 1 ヶ所のみであるこ

とから、⑰断面を評価対象斜面に選定しました。 

0:10:09 斜面の断面位置及び地質断面図を 20 ページにお示ししております。 

0:10:14 21 ページをお願いします。 

0:10:19 21 ページでは、 

0:10:21 ＧｒｏｕｐＣの評価結果を示しております。 

0:10:24 ＧｒｏｕｐＣの評価対象斜面につきまして、基準地震動による二次元動的ＦＥＭ

解析を実施した結果、 



0:10:31 平均強度での最小滑り安全率が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有

することを確認しました。 

0:10:40 22 ページをお願いします。 

0:10:44 22 ページでは、対策工として切り取りを実施した斜面の評価結果をお示しして

おります。 

0:10:51 敷地造成工事に伴い、 

0:10:53 頂部の切り取りを行った斜面につきまして、切取重さ面で安定性評価を実施し

ました。 

0:11:00 基準地震動による二次元動的ＦＥＭ解析を実施した結果、 

0:11:04 平均強度での最小滑り安全率が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有

することを確認しました。 

0:11:12 23 ページをお願いします。 

0:11:16 23 ページでは、パイプ削孔として 6 種類を設置した斜面の安定性評価の基本

方針をお示ししております。 

0:11:24 抑止杭を施工する対象斜面は、敷地造成工事に伴い、頂部の切り取りを行っ

ており、橋梁示ししております通り抑止杭な場合におきまして、平均強度によ

る滑り安全率が 1.0 を上回ることを確認しております。 

0:11:40 しかしながら、滑り安全率が 1.08 と裕度が小さいことから、地震による斜面崩

壊の防止措置を講ずるための敷地内土木構造物としてよく知るよう設置する

ことといたしました。 

0:11:53 24 ページをお願いします。 

0:11:56 24 ページでは、6 種類を設置した斜面の安定性評価フローを示しております。 

0:12:03 赤枠のフローで、抑止杭の設計を行った後、 

0:12:07 ＷＡＣのフローで 6 種類の耐震評価。 

0:12:12 緑色の枠のフローで、6 種類を設置した斜面の安定性評価を行いました。 

0:12:18 25 ページをお願いします。 

0:12:23 25 ページでは 6 種類の位置及び構造概要をお示ししております。 

0:12:29 抑止杭は、 

0:12:31 審査、 

0:12:33 審査Ｖの中に、近う立て込んでやっぱりＣＭの滑りをよくするためＣＭの滑り方

向に対して直交するように、充実に配置しております。 

0:12:43 26 ページをお願いします。 

0:12:47 26 ページは、抑止杭を設置した斜面の耐震評価方針及び適用規格をお示し

しております。 



0:12:56 敷地内土木構造物である 6 種類につきまして、基準地震動が作用した場合

に、敷地内土木構造物の機能が維持されていることを確認するため、耐震評

価を実施します。 

0:13:08 耐震評価においては、 

0:13:10 地震応答解析結果における詳細応答値が許容限界値を下回ることを確認しま

す。確認します。 

0:13:17 なお、6 種類の設計には、こちらにお示ししております五つの規格を適用して

おります。 

0:13:24 27 ページをお願いします。 

0:13:29 27 ページから 28 ページにかけて、 

0:13:32 評価対象斜面の選定を行っております。 

0:13:36 評価対象斜面につきまして、構造物の配置地形及び地質地質構造を考慮し、

構造物の耐震評価上最も厳しくなると考えられる位置を選定します。 

0:13:49 構造物の配置の観点から、対象斜面は区間 1 度、区間 2 の二つの区間に分

けられます。 

0:13:56 それぞれの区間は、抑止杭の効果を期待する範囲とし、 

0:14:00 それ以外は斜面高さが低いことから除外しております。 

0:14:04 2018 ページをお願いします。 

0:14:08 28 ページでは、岩級ＣＭの鉛直断面図を用いて、区間 1 及び区間 2 の地形

及び地質地質構造を比較した結果を示しております。 

0:14:20 比較検討の結果、各区間において地形及び地質地質構造が異なるため、両

者を評価対象斜面に選定しました。 

0:14:30 29 ページをお願いします。 

0:14:35 29 ページでは、評価対象斜面に選定した区間 1 及び区間におきまして、評価

断面の設定を行っております。 

0:14:44 地形及び地質地質構造を考慮し、 

0:14:48 構造物の耐震評価上最も厳しくなると考えられる断面位置を、 

0:14:53 評価だめに設定します。 

0:14:55 よくＣＶの評価断面につきましては、各区間において地質が東西方向に概ね

一様であることを踏まえ、 

0:15:03 斜面高さが高くなる各区間の中央位置において、最急勾配となる方向に①断

面をより、2 断面を設定しました。 

0:15:12 30 ページをお願いします。 

0:15:16 30 ページでは解析用物性値をお示ししております。 

0:15:20 地盤の解析用物性値につきましては、 



0:15:23 現在審査中の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価の物性値を用います。 

0:15:29 また、6 種類の単位奥行きあたりの解析用物性値は、こちらの表の数値を用

います。 

0:15:36 31 ページをお願いします。 

0:15:40 31 ページは、翌週に期待する効果及び効果を発揮するためのメカニズムをお

示ししております。 

0:15:48 緑地部に期待する効果としまして、シームを通る滑りによる発生せん断力及び

発生曲げモーメントに抵抗する効果を期待しております。 

0:15:58 せん断力に対しては、主に近うが負担し、 

0:16:02 上げモーメントに対しては、コンクリートが主力を 

0:16:05 軸方向鉄筋が引張力を負担します。 

0:16:09 32 ページをお願いします。 

0:16:12 32 ページから 33 ページでは、抑止杭の許容限界についてお示ししておりま

す。 

0:16:19 杭の一本当たりの許容せん断抵抗力が最新斜面土留技術総覧に基づき算定

を行いました。 

0:16:27 結果を表にお示ししております。 

0:16:30 なお、杭のせん断抵抗力の算定では、ページ以降がコンクリートに拘束されて

いることを考慮し、思考の全断面を考慮して算定を行います。 

0:16:41 33 ページをお願いします。 

0:16:46 33 ページでは、杭の一本当たりの許容せん断応力に基づき、 

0:16:51 耐震照査に用いる 6 種類の単位奥行きあたりの許容せん断抵抗力について

算定を行った結果を表にお示ししております。 

0:17:01 34 ページをお願いいたします。 

0:17:05 34 ページでは、耐震評価の解析条件を示しております。 

0:17:11 解析手法としましては、等価線形化法を用いた二次元動的ＦＥＭ解析により耐

震評価を行います。 

0:17:19 また、解析モデルの設定方法を表にお示ししております。 

0:17:25 解析モデルには、地盤及び敷地内土木構造物として設定されております。よく

主要モデル化いたしました。 

0:17:34 35 ページをお願いします。 

0:17:39 35 ページでは、耐震評価の調査結果を示しております。 

0:17:44 コンクリートの曲げや思考力の 

0:17:47 鉄筋の引張応力度、 

0:17:49 及び抑止杭のせん断力はいずれも許容値を下回っていることを確認しました。 



0:17:56 36 ページをお願いします。 

0:18:00 36 ページからは、斜面の安定性評価についてご説明いたします。 

0:18:06 ここでまず評価方針及び適用規格をお示ししております。 

0:18:11 抑止杭を設置した斜面につきまして、基準地震動による滑り安定性評価を実

施します。 

0:18:18 滑り安定性評価につきましては、想定滑り面上の応力状態をもとに、 

0:18:24 滑り面上のせん断抵抗力の和を 

0:18:27 滑り面上のせん断力の場で除して求めた滑り安全率が、 

0:18:32 評価基準値 1.0 を上回ることを確認します。 

0:18:36 また、適用規格や解析用物性値等は 6 種類の耐震評価と同じとしておりま

す。 

0:18:44 37 ページをお願いいたします。 

0:18:48 37 ページでは、滑り安全率の算定方法をお示ししております。 

0:18:54 滑り安全率はよく周囲のせん断抵抗力も見込んで算定を行います。 

0:19:01 図の右のほうに滑り安全率算定の概念図をお示ししております。 

0:19:08 滑り安全率は滑り面上の地盤のせん断抵抗力の和に 

0:19:12 6 種類の許容せん断抵抗力を足し合わせた対応。 

0:19:17 滑り面上のせん断力の場で割ることで算出します。 

0:19:21 38 ページをお願いします。 

0:19:25 38 ページでは、 

0:19:27 ①断面における滑り安定性評価結果をお示ししております。 

0:19:33 平均強度による滑り安全率が、 

0:19:36 評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認しました。 

0:19:42 また、平均強度による滑り安全率が最小となったケースに対して、地盤物性の

ばらつきを考慮した場合でも、最小滑り安全率が評価基準値 1.0 を上回ってお

り、安定性を有することを確認しました。 

0:19:56 39 ページをお願いします。 

0:20:01 39 ページでは、②だめにおける滑り安定性評価結果をお示ししております。 

0:20:08 2 段目につきましても、平均強度による滑り安全率が最小となったケースに対

して、 

0:20:14 地盤物性のばらつきを考慮した場合でも、 

0:20:17 最小滑り安全率が評価基準値 1.0 を上回っており、安定性を有することを確認

しました。 

0:20:24 40 ページをお願いします。 



0:20:28 40 ページから 42 ページでは、先行炉の抑止杭との比較検討を行っておりま

す。 

0:20:35 島根原子力発電所のよく周囲は深層病院に近うでせん断補強を行っているこ

とから、 

0:20:41 類似の先行炉における 6 種類といたしまして、 

0:20:44 関西電力の高浜発電所における鋼管ぐいを選定いたします。 

0:20:49 41 ページをお願いします。 

0:20:54 41 ページでは、よく種類の構造及び設計条件の観点から、 

0:21:00 高浜発電所のよく周囲との比較を行い、 

0:21:03 類似点及び相違点を示しております。 

0:21:08 類似点につきましては、その適用性を 

0:21:11 そういう点につきましては、それを踏まえた設計の反映事項をそれぞれ表に整

理しております。 

0:21:18 こちらも近うでせん断補強しており、 

0:21:20 前先行炉の近うによるせん断補強の設計方法が適用可能ですが、 

0:21:27 よく種類の構造や、 

0:21:29 近う複数本挿入している点が異なりますので、 

0:21:33 そういう点につきましては、類似する一般産業施設の施工事例を確認いたしま

す。 

0:21:39 42 ページをお願いします。 

0:21:43 42 ページでは、参照している基準類の観点がある観点から、高浜発電所の翌

週日との比較を行っております。 

0:21:52 類似につきましては、その適用性を 

0:21:55 総医研につきましては、それを踏まえた設計への反映事項をそれぞれ表に整

理しております。 

0:22:02 43 ページをお願いします。 

0:22:07 43 ページから 48 ページでは、類似した一般産業施設の事例を示しておりま

す。 

0:22:14 島根原子力発電所の 6 種類の特徴は新装備であること。 

0:22:19 及び近うせん断補強材として複数、複数本挿入していることであることから、こ

れらの特徴に類似する一般産業施設の設計施工例を調査いたしました。 

0:22:32 調査結果の一覧を表でお示ししております。 

0:22:36 44 ページをお願いします。 

0:22:41 44 ページでは、適用事例の一つ目といたしまして、 

0:22:45 北陸自動車の自動トンネル地すべり対策工事の事例をお示ししております。 



0:22:51 こちらの事例では、北陸自動車の自動トンネル西工口付近に広く分布する地

すべりの安定性を確保するため、 

0:23:00 計 2.5ｍの深層杭を 7.5 メートルの間隔で 24、 

0:23:06 2 メートルの審査部用 6 メートルの間隔で 5 本施工しています。 

0:23:11 なお、せん断抵抗剤として、深層構内に近う勘定に挿入しております。 

0:23:18 45 ページをお願いします。 

0:23:23 45 ページでは、実気山地すべり対策工事の事例を示しております。 

0:23:28 こちらの事例では長野県実気山地すべりの安定性を確保するため、 

0:23:34 Ｋ5.1 メートル、長さ 33 メートルから 61 メートルの大口径鉄筋コンクリート製供

養 

0:23:41 10 メートル及び 15 メートルの間隔で 29 本施工しております。 

0:23:48 効率的な配置とするため、至近に 51 ミリの統計鉄筋を持ち、 

0:23:53 せん断補強として、近う複数本挿入しています。 

0:23:58 46 ページをお願いします。 

0:24:02 46 ページから 47 ページでは、大分県山際地区地すべり対策工事の事例をお

示ししております。 

0:24:10 こちらの事例では、大分県山際地区地すべりの安定性を確保するため、計 5.5

メートル。 

0:24:18 長さ 30 メートルから 97 メートルの新創業 

0:24:23 16 分施行しております。 

0:24:26 自己方向鉄筋及び帯鉄筋を 

0:24:29 演習場に 40 に配置し、 

0:24:31 最大曲げモーメント発生位置付近に 

0:24:34 Ｄ51 の全台補強金を複数本挿入しております。 

0:24:38 48 ページをお願いします。 

0:24:43 48 ページでは、姫新線建設工事及びありません。谷が未移設工事のうち、 

0:24:51 張り紙、第 1 工区、土木工事の事例をお示ししております。 

0:24:55 こちらの事例では、六甲山周辺地域に 

0:24:59 地すべりの安定性を確保するため、Ｋ3.5 メートル、長さ 33 メートルから 35 メ

ートルの親族用 17 本施工しております。 

0:25:10 なお、資金はＤ51 を 2 段、2 段配置としております。 

0:25:15 49 ページをお願いします。 

0:25:20 49 ページから 51 ページでは、鉄塔斜面の安定性評価についてお示ししてお

ります。 



0:25:27 別紙 40 で選定しました、発電所構内の鉄塔が設置されております斜面につき

まして、 

0:25:33 基準地震動による安定性評価を実施します。 

0:25:38 別紙 40 で選定しました、斜面の安定性評価を行う鉄塔は、 

0:25:44 図にお示ししております三つの鉄塔になります。 

0:25:48 それぞれの鉄塔が設置されている斜面の検討断面として、 

0:25:53 断面からｃｃ断面の 3 断面を設定しました。 

0:25:58 50 ページをお願いします。 

0:26:02 50 ページから 51 ページでは、斜面の比較結果を示しております。 

0:26:09 断面からｃｃ断面は、糊標高が約ＰＰ24 メートルから 70 メートルであることか

ら、 

0:26:17 保管場所及びアクセスルート斜面におけるＧｒｏｕｐＢの評価対象斜面との比較

を行いました。 

0:26:25 教員の番号付与数及び下面方の滑り安全率の観点から、比較検討を行った

結果、 

0:26:33 断面からＣＣ断面は、 

0:26:35 ⑫断面の評価に代表されることを確認しました。 

0:26:40 ⑫断面につきましては、二次元動的ＦＥＭ解析により、滑り安全率が 1.0 を上

回ることを確認しておりますことから、 

0:26:48 Ａ断面ｃｃ断面も滑り安定性を有することを確認しました。 

0:26:54 以上が保管場所の評価及び屋外のアクセスルート評価の説明範囲となりま

す。 

0:27:02 はい。 

0:27:04 規制庁のハットリです。 

0:27:06 それでは、今の説明、よろしいでしょうかどうぞ。 

0:27:12 すいません中国電力のマキノですけれども、資料の提出日について 1 点訂正

をさせていただきたいと思います。本日の資料のですね、一番最後にあります

技術的能力の女川との比較表と、 

0:27:27 という資料がありますけれども、こちらについてはですね、10 月 9 日提出では

なくて、6 月 26 日の提出のものでございまして、ただの冊子としては一括にま

とめておりますけれども、その資料だけ 6 月 26 日の提出ですね。ですので、

お詫びして訂正します。どうぞ。 

0:27:47 規制庁のハットリです。わかりましたと資料番号についても、ＥＰ061 のシリー

ズではなくて、そっかえと書い 64 のシリーズではなくて、53 のシリーズの資料

ということでよろしいでしょうかどうぞ。 



0:28:04 はい、中国電力の槇野越。はい。当時の改正番号である 53 をつけております

のでその点があることになりますのでよろしくお願いします。どうぞ。 

0:28:15 規制庁のハットリです。わかりました。その点は承知をいたしました。 

0:28:20 それでは、ただいまの説明に対して確認する点がありましたらお願いします。

どうぞ。 

0:28:35 でしょ。 

0:28:38 規制庁のチギラ列とちょっと導入の部分で何点か確認したいと思います。 

0:28:46 ポイント資料の 6 ページ、お願いします。 

0:28:52 この系統間でらしいですね 

0:28:56 なり保管場所アクセスルートのっていう形で、具体的なですね、 

0:29:04 評価フローですね、正体の評価苦労がいきなり始まってるんですけど、ちょっ

と唐突感があってですね、この個別のですね、その調整が苦労に行く前に、ま

ずは評価方針ですね。 

0:29:18 評価項目であったり、評価内容、そういったですね全体概要がわかるようなも

のをまず示していただいてそのあとにこの評価フローが続くと、そういう流れに

していただきたいんですけど、きちっと 

0:29:32 この点についてはいかがでしょうか。どうぞ。 

0:29:38 はい、中国電力のユリをする評価フローの前段で全体の概要だったり全体の

フローだったりっていうことで、整理しておつけしたいと思います。以上です。 

0:29:50 営業っていうそういう集約、 

0:29:54 わかりました。今のところは地震津波側でやってる安定性評価とかでもまとめ

ていると思いますので、その通り参考にですね、整理していただきたいと。そ

れであと、加えてですね前提条件としまして、 

0:30:10 今記載がないのか、液状化評価対象増、こちらのですね、扱いがどういった方

針なのかっていうことと、跡地勝井の設定方針ですね、こちらについて記載が

見受けられないので、こちらについてもですね、ちょっと明記していただいて、 

0:30:27 方針をですね、示していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょう

か。どうぞ。 

0:30:36 中国電力のユリです。先ほどの全体フローでありましたり、液状化の方針につ

きましてはまとめ資料の方には資料化をしておりますので、こちらのパワーポ

イントの説明資料のほうにつけたいと思います。以上です。 

0:30:51 はい、わかりました。Ｐｏｉｎｔの方で説明されるのであればですね、そちらの確

認点つけていただきたいと。それで説明をお願いしたいというふうに思います。 

0:31:04 2 点目がですね、 



0:31:07 後ろの方で網羅的にですね、抽出した周辺斜面というのが出てくるんですけ

ど、それぞれそれらが斜面に対して設置許可の設置許可のですね、基準規則

の該当条項との関係ですね。 

0:31:22 これを示していただきたいなと思っております。具体的には地震津波側でやっ

ている第 4 条第 4 項であったり 39 条の第 2 項。そういった耐震重要施設であ

ったりですね、そういったものをデータ以上とする斜面と、 

0:31:39 あと四条のとか 39 条の波及的影響の社内 

0:31:43 これを対象とするじゃない、それと今回の 43 条で会長とする斜面、それをです

ね横並びにして、総括表のような形でまず示していただいて、今回はここそれ

ぞれのところでやるんですけど、 

0:31:59 今回のアクセスルートではこれが対象ですよっていうのがまずわかった方が、

こちら 

0:32:06 等として理解が進むと思いますので、ちょっと総括表みたいな形で整理してい

ただきたいんですけど、その点についてはいかがでしょうか。どうぞ。 

0:32:19 中国電力のセイキです。地震津波がまた秋保影響、こちらの学説をまとめまし

た総括表をつけるということで承知いたしました。 

0:32:31 まずよろしくお願いします。それで全体像を把握した方がですね、理解が進む

と思いますのでよろしくお願いします。7 ページお願いします。 

0:32:46 7 ページのところで、地すべり地形②というのが、これもいきなり出てきてです

ねちょっと唐突感があるなと。 

0:32:55 十分に思っていて、これはなぜ実例知見②っていうのを取り扱い取り扱うのか

っていう理由がですね、会計内とこれは新統のページ、 

0:33:07 でですね、多くないという、内ってここで登場してくるんですけど、その辺りの理

由であったり経緯だったりっていうのがわかる資料をですね、別途つけていた

だければなというふうに思っておりますが、こちらについていかがでしょうか。 

0:33:25 中国電力のセイキです。六条側から流れてくるというところで、こちら記載して

おりますところの理由を追記するようにいたします。以上です。はい、お願いし

ます。それと具体的に地すべり地形②のですね、 

0:33:42 この 3 号の西側の対象の斜面なんですけど、ここにここはですね今斜面路肩

×二倍の赤い点線が引っ張ってあってですね。 

0:33:55 るんですけど、この赤線、赤点線と、それとですね外側にあるですね、緑点線

の斜面と掛ける 1.4 倍ですね、この関係がちょっと私理解ができなくて、ていう

のが時斜面の 1.1．4 倍の方が、 

0:34:13 遠くて 2 倍の方が小さい 95 の 

0:34:16 この理由が、この関係がよくわからないんですけど、ここについては、どのよう

に理解すればいいのか、お答えいただけますかどうぞ。 



0:34:28 中国電力のユリです。この緑色の点線とピンク色の点線の関係なんですけ

ど、 

0:34:35 まずピンク色の点線は、森同斜面の斜面高さの二倍ということで、 

0:34:41 この図でいうと、オレンジ色でハッチングしている森の斜面の高さに対して、二

倍ということで、ピンク色の点線を引いてます。 

0:34:51 その無理度斜面はってさらに高いところまで岩盤斜面というのがありますの

で、一番高いところの程度岩盤斜面の高さの 1.4 倍ということで、緑点線をそ

の外側に引いてるようなそういう関係になってます。以上です。 

0:35:08 セイキのチギラです。ちょっとそのあたりも盆地考え方がわかるような形にして

もらいたいんですけど。 

0:35:16 今ちょっと聞いた話だけだと、 

0:35:19 時山の斜面が 1.4 倍があって、それで、 

0:35:24 それを含む形で、その二倍の 

0:35:27 点線てこの範囲というのは引くのが、 

0:35:31 引くのかなっていう、私はそういうふうに考えたんですけど、ここについては、 

0:35:36 そうじゃないということなんでしょうか。どうぞ。 

0:35:43 はい森同等それから中国電力のユリです。失礼しました杜度と管板斜面それ

ぞれで高さを算定する考え方で今、こちら点線書いておりますけども、いずれ

にしても、今おっしゃったようなポンチ絵というか、画面みたいなものでお示し

するのがわかりやすいと思いますんで、 

0:36:02 広く支援ご説明をしたいと思います。以上です。 

0:36:06 規制庁のエザキです。今の話ですね、私もここに関してはよくわからなくて、 

0:36:15 確かに今、中国電力が御説明されてる話はですね。 

0:36:20 岩盤斜面、 

0:36:21 とも井戸斜面がそれぞれ別々に単独で滑った場合の話だと思います。 

0:36:29 仮に基本的にですね、向こう岩盤斜面も滑るという過程に立っているならば、

当然、 

0:36:38 その岩盤斜面の上方にあるモールド斜面も当然ごく 

0:36:44 そうすると緑申し上げ、 

0:36:46 数千からもにじみ出してくるという、いわゆる岩盤斜面であれば、1.4 ということ

で、高さの 1.4 倍ということの領域でとどまるかもしれないけども、 

0:36:58 やはりそうボイドのような厄介当社の場合は、さらにそれそれを超えるようなと

ころまで広がる。 

0:37:07 こともあり得るんではないかなという可能性は否定できないんではないかなと

考えていますが、 



0:37:13 その辺はどのように考えられてますか。 

0:37:22 はい。中国電力シミズですさ我々が当時考えた時に今この資料化している考

え方というのは先ほどユリが申した通り、岩盤斜面と戻し斜面というのをつけ

加わって考えているような発想になってますので、 

0:37:37 今のご趣旨理解しましたのでちょっとその辺りも含めて検討したいと思いま

す。以上です。規制庁エザキです。よくわかりました。もともとですね、この地す

べり地帯のところは、風化された総土砂等が滑り出すっていうことが、 

0:37:53 課題であったと思うんですが、どっちすべて実施したいんですね、評価におい

ては、 

0:37:59 例えば岩盤斜面において、その下の岩盤斜面まで滑り出すのかっていうのは

まだ評価していませんが、その辺りも含めてですね、実際本当する可能性が

あるのか、まあ保守的にするとされているんですが、それも踏まえてですね、

ちょっとその考え方をちょっと。 

0:38:14 整理していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

0:38:21 はい中国電力シミズです。承知いたしました。 

0:38:24 よろしくお願いします。よろしくお願いします。 

0:38:34 規制庁のチギラ列、地すべり地形②、 

0:38:39 の話の続きなんですけど、こちらについては、系統、今年の 7 月 28 日の六条

側の稟議の中では、これは地震時の安定安定性評価を別途説明しますという

ことでですね、そういう話で、 

0:38:57 それから今回の説明だというふうに理解しているんですけど、今回の説明は 

0:39:05 離隔距離がとれるから 

0:39:09 結局離隔距離がとれるという評価ということで今、今時点ではそういう整理を

さ、説明をされてるということで理解すればいいですか。よろしいですか。念た

めの確認です。 

0:39:22 それからでしょうか。 

0:39:26 中国電力のユリです。おっしゃる通りの理解です。はい。以上です。はい、わか

りました。先ほどのやりとりの中でやったような形でちょっと検討していただい

て、また再度説明の方をお願いします。 

0:39:40 とりあえず私から以上です。 

0:39:46 規制庁のハットリです。 

0:39:48 他に確認する点があればお願いします。 

0:39:53 それから、 

0:39:57 ｃとエザキですね、これは確認人数確認というよりは、大体わかるんですけど、

例えば 



0:40:07 9 ページになりますと、9 ページでは 4 から 7 までの場面しかなくて、 

0:40:15 マルセンは除外をしているんですが、そこはわかるんですが、その辺ですね、

明確化して、 

0:40:23 できないでしょうか。 

0:40:25 いわゆる 

0:40:28 ③番目のあれですよね。 

0:40:33 造成工事によって切り取るという話で 11 ページ⑨1 ページに出てくるんですけ

ど、 

0:40:39 最初に前段では多少そう。 

0:40:42 Ｇｒｏｕｐから仕分けるようなセッションをちょっと書いてはあるんですが、その辺

があまり明確かなってないんですよね。この辺を例えば表中に③断面も、 

0:40:52 切り込みを造成工事のときにとってということで、 

0:40:58 ここを 

0:41:01 ちょっと対策を実施したため、照査でやりますよっていうのがもっとわかりやす

くしたほうがいいのかなと。今回 100 ページはあるんですけど、まずか 

0:41:11 11 ページに基づいて出てきてしまうので、この辺が情報として、 

0:41:16 混乱するかなと思いますけど。 

0:41:18 いかがでしょうか。 

0:41:21 16 電力のセイキです。おっしゃっていただきました趣旨よく理解できました。 

0:41:28 表等の方がちょっと合っておりませんので、わかりやすいように修正させてい

ただきたいと思います。以上です。 

0:41:35 はい、よろしくお願いします。 

0:41:37 続いてですね、12 ページになりますと、12 ページはですね、グループＡ－8 と

9 の二つの断面を比較しているんですか。 

0:41:47 これはですね、同両方とも里道斜面、 

0:41:52 昨今行われた地べたの方ので検討される斜面が⑧断面なんですが、そこで問

題になっているのが、液状化がそれには安定性に大きく影響を及ぼすというこ

とで議論されています。 

0:42:11 そうした観点からした場合に、 

0:42:14 地下水と液状化の評価が⑧と⑨でどのような関係になっているかっていうの

は、基本的には確認とりたいんですが、 

0:42:24 その辺は今説明できますでしょうか。 

0:42:32 中国電力のセイキです。まとめ資料の方の 

0:42:36 液状化の時をもちまして説明させていただきたいと思います。譲渡探しますの

で、少々お待ちください。 



0:42:44 まとめ資料の通し番号 481 ページをお願いいたします。 

0:42:51 今日、 

0:43:03 どうぞ。 

0:43:05 はい。481 ページの 

0:43:10 方に、液状化の影響検討について記載しております。こちらの方は先ほど前

日ぐらいご説明させていただきました基礎地盤周辺斜面の液状化と同様の考

え方を行う旨を記載しております。 

0:43:25 482 ページをお願いいたします。 

0:43:29 はい。次の第 7－1 図で、3 次元浸透流解析で地下水位低下設備に期待しな

い場合の地下水のほうを示しております。地震津波側の審査と同様に、こちら

のほうで、 

0:43:44 最も地下水が高い 2 号南側の杜土砂斜面を 

0:43:49 選定しまして、こちらを代表として、地下水の液状化の検討を行うことを記載し

ております。またその下のほうに、その地震津波側と同様ですが、液状化の 

0:44:04 有効応力の解析結果のほうを示しております。 

0:44:09 こういった考え方で先ほどの 

0:44:12 ⑧断面⑨断面につきましては⑧断面、2 号南側の森納めのほうは先ほどＳＰＥ

ＥＤＩというところですが、規制庁のエザキですが、今のご説明はあくまでもマキ

ための説明をされていて、 

0:44:27 ○月断面で⑨断面を安全包絡できているという説明にはなっていないと思い

ます。 

0:44:35 とりあえずですね、いわゆるこの駅長化等の観点からして、高高地下水 

0:44:44 の条件や液状化範囲というものを下を考え、 

0:44:50 た場合にですね、⑧断面と⑨断面はほぼ同じ。 

0:44:54 とした条件になりうるのか、また結果がえられるような条件としてみなせるの

か、そういったことも基本的にですね、説明がないと、もう 12 断面を安全 1012

ページですね。 

0:45:09 この⑧断面で代表できるっていう代表性が見えてきませんので、それはちょっ

ともう一度、 

0:45:20 人の一番最初に立ち戻ってですね基本的に地下水のレベルとかそういったも

のを含めてですね、説明いただけますでしょうか。 

0:45:34 中国電力のセイキです。 

0:45:37 御説明しましたところの地下水のレベルですとか、今の状態で自体がユリ⑨断

面ですね。 



0:45:49 層厚予定しておりますところの地下水等期待十分できていないところがあろう

かと思いますので、丁寧に資料化しまして、もう一度説明させていただきたい

と思います。 

0:46:00 はい。以上です。次ですね。18 すいません、ちょっとよろしいですか中国電力

シミズですけど、先ほどちょっと説明不足だったことがありますのでちょっと今

の資料でいえるところの範囲を我々の考え方を説明させていただければと思

います。はいどうぞ。先ほど、 

0:46:18 まとめ資料の 481 ページご説明させていただきましたけども、 

0:46:23 この資料の 2 段落目ですね、モールド斜面が液状化に対して十分な余裕して

いることを確認するため敷地内の地下水が最も高い南側漏れ作業代表として

液状化検討実施するということで我々の考え方としては最も高いというのを確

認している。 

0:46:41 というふうに考えております。次のページの 482 ページのですね 7－1 図に、

先ほどありました 8、9、 

0:46:53 一番こっち。 

0:46:55 8 断面が、この左側の位置にエリアの皆下のほうにある断面位置になります。

これミナミが森で斜面って書いております。先ほどエザキさんの方からご指摘

があった斜面がですねその左上のほうにあります。ちょっと 

0:47:11 小さい斜面になりますけど、この水位コンターんとの比較をしていただきます

と、下のほうにあるのが約 5 メートルから 10 メートルの範囲。南側も里道につ

きましては 15 メートルから 20 メートルの範囲と、その他 3 号エリアにもありま

すけどいずれも、 

0:47:27 人口形態リアルよりも水位が低いというところがありますんで、一部裁断には

どうすればところがこの解析の対象外になっておりますけど、ここにつきまして

は、ちょっとこれ断面がない中で御説明なかなか難しいのでかつ説明はここで

割愛させていただきますけど。 

0:47:47 この斜面とのモールド斜面との位置高さ関係を比較して、先ほど言いましたよ

うにミナミがモールド斜面が一番水位が斜面内での水位が高いということを確

認しているので、先ほど 481 ページのほうに書いておりました最も高いものを

代表としてやってますと。 

0:48:03 いうことを記載させてもらっております。ただ先ほど言いましたように南面との

関係がよくわかりにくいところがありますので、この辺は資料がしてですね再

度ご説明させていただければと思います。以上です。セイキノザキ須磨地下水

の関係を説明していくっていうことが大事だと思うんですが、 



0:48:20 この 481 ページから予算化支持 3 ページまでが、地べたの方で今議論してる

話これからなると思うんですが、そこで 3 次元ではなく、二次元の浸透流解析

をやってる話とかですね、いろいろ踏まえて、上ですね。 

0:48:38 ですね、今の話がちゃんと説明いただければと思います。今、 

0:48:43 私は申し上げて申したいのは、図 7－1 だけではないですよね。自分の方で地

下水の妥当性を説明されているのは、ピットなんですけども、そういうことも踏

まえてきちっとですね、ＡＴＥＮＡとの整合も踏まえて説明いただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

0:49:03 はい、中国電力シミズです。理解しました。以上です。 

0:49:08 長くなりますが、18 ページになります。 

0:49:12 18 ページはですね、 

0:49:14 一つ一つとですね、まず 

0:49:19 13 断面と 14 断面なんですが、 

0:49:23 これはかなり深い縛り大きな常にとして評価されています。 

0:49:28 それでですね、 

0:49:31 例えば 13 断面であれば、斜面情報にＤ級があって、中腹にシームがありま

す。ここを横切るような滑りっていうのは、検討されてるんでしょうか。 

0:49:48 中国電力のユリです。13 断面の中腹にありますＤ級内の滑りも含めて簡便法

で網羅的に探索した上で、 

0:49:57 どうかをやってます。なんで簡便法で一番厳しい滑り線はどう会をやっており

ますが、その前提の関連法の中で 

0:50:07 検討も行ってません。以上です。規制庁のエザキですが、簡便法てある程度

振動なんで、動的な検討として出てきた滑り線としては確認取ってないんでし

ょうか。 

0:50:19 例えばですね、 

0:50:21 上下の水平動を同時入力はしますけども、それぞれ上下動水平動て基本的

に位相差がありますんでオート応答としてですね。 

0:50:31 それから考えた場合には、水平度の影響ということになると、かなり水平方向

のに 

0:50:38 滑るような滑り線も結構卓越してくると思うんですよね。そういう観点からも一

応確認はいただけないでしょうか。この辺っていうのは説明できないんでしょう

か。 

0:50:53 はい。中国電力のユリです。おっしゃってる趣旨理解しましたので、同会の方

で確認したいと思います。以上です。あと、同じように、14 断面ですね。自分断

面もう途中で 09 番が、 



0:51:07 情報化中腹に英文堆積していて、ここを切るような情報をすでにっていうのは

考えていただきたいと。 

0:51:16 あまり極端な悪口表層滑りは考えていないんですが、ある程度の差を持て

ば、これアクセスできるとなってくるので、 

0:51:26 いわゆるアクセスルートは比較的な 

0:51:29 そう浅い滑り面ででもですね、基本的には生成を 2 所支障を及ぼすのであれ

ば検討は必要ではないかなんて考えてるんですが、どう考えてらっしゃいます

でしょうか。 

0:51:47 はい。中国電力のユリでございません。おっしゃる通りだと思いますので、14／

1044 断面につきましても、Ｂｑ滑りの情報の部分の滑りですね、どっかの方で

検討したいと思います。以上です。それでもうここですね、確認いただきたいの

は、12 断面もですね、これガスタービンに直撃すると。 

0:52:07 いう赤くさびへのアクセス性のありますんで、情報の 

0:52:13 の斜面情報ですね、ＪＱ岩盤はそれらがないかってのは一応確認いただけま

せんでしょうか。 

0:52:24 はい、中国電力のユリです。はい。確認いたします。確かに地震津波のほうで

幾つか示していたような気がしますけども、もしそちらのほうで示してたらそち

らを再掲ということで、はい。わかりたいと思います。以上です。基本的にです

ね、多分その辺はかなり自信を持って進められないということで、 

0:52:43 説明されてるんでしょうが私たちも一応確認としてですね、それが 

0:52:48 もう確認したというバックデータが必要になりますので、そういうことでご理解い

ただければと思い、思います。 

0:53:03 を、 

0:53:04 次 23 ページになります。ここからよくシグナルですが、6 種類の検討というより

はまず、23 ページに書いてある①断面②断面と右上にありますが、ここで言っ

ている 

0:53:21 に文字とともにどの部分ですね白抜だめの白抜きのところですが、 

0:53:26 ここっていうのはですね、 

0:53:29 例えばその液状化とかですねそうした場合に考えたときに、ここはどういうよう

な処置をしたらいいのかは多分地べたの方では、 

0:53:40 機動力と、あと、 

0:53:44 強度を 0 として扱っているっていうのはあります。ただし、 

0:53:48 ここに関しては、森土砂Ａ南側の斜面と違って、のりじり側のほうの幌似駅長

下層がある場合は、かなり上にあるもの移動を敷地の液状化の地盤がしっか

り上げる主旨引っ張り下げるっていうことは、 



0:54:06 現実的には有り得ないですからそれは、 

0:54:09 機動力もゼロにして構わないと思うんですが、 

0:54:12 23 ページの場合は、逆に言うと、主導的な動圧として、 

0:54:19 液状化の流動化って言ったらおかしいですけど、液状化の圧がかかると考え

たならば、機動力は見たほうがいいと思うんですが、こうしたような検討を踏ま

えて、安全性を確保できてるかっていうような考え方はっていうか、チェックと

かそういうのはされてるんでしょうか。 

0:54:40 はい。中国電力のユリです。現状チェックはしてないですけどもまず地下水とこ

の斜面の関係は確認することだと思います。先ほどシミズの報告をご説明しま

した通り 3 次元の浸透流解析での地下水の関係だったり、 

0:54:56 その辺を踏まえた上で、おっしゃっていることを検討したいと思います。以上で

す。規制庁エザキです。断念。 

0:55:03 で言って申し訳ないんですが、これこれ下げてるので、水がたまりやすいよう

な地下水が計上してますんで、その辺も通じてですね、配慮してどういう状況

で考えていいかっていうのは説明いただければと思います。 

0:55:27 中国電力ユリです。承知しました。 

0:55:29 続いて 27 ページになります。27 ページ以降、各階ちょっとよく資料ということ

で、 

0:55:37 質問したいんですが、基本的にはですね私の高浜も含めて行うここ。 

0:55:44 ＩＶ送電鉄塔も含めて求めをよく知るわけいろいろ、 

0:55:50 検討した経緯、経歴を持っているんですが、 

0:55:54 まずよくして大事なのは、 

0:55:58 移動層要は滑っていく情報の方ですね、移動してしまうそう。 

0:56:03 ここの土砂が、この杭の間を、中の決しないということが、 

0:56:10 大変重要です。そうことも踏まえたときに、この 

0:56:18 中の決しないという発想設定根拠を 

0:56:22 説明していただきたいというのは 1 点。 

0:56:26 2 点目に重要なのは、この移動の下にあるような滑らない総不動層をどこに設

けて、それにその同窓見に十分なね営業しないと、杭物事ですね、地すべり流

されてしまいますので、 

0:56:42 これは基本的な設計として大事なことになります。 

0:56:46 これらの考え方をどう考えているのかっていうのを説明いただきたい。特に今

の 2 点目の駆動性の不動層へのねじれっていうと、28 ページの①断面見る

と、シームの 



0:57:01 層が出ていて、その下に、これもポンチ絵だけかもしれませんが、抑止杭は割

と年齢が下がってるしか見えてません。 

0:57:11 そうしたときに、十分に 

0:57:14 報告資料を与えられるのか、いわゆるスイカを地盤も含めてですね、底層命

令部の看板の速報、水平抵抗力も含めて考えてみても、 

0:57:27 十分なのか、十分に設計をしようとなされているのかその辺がちょっと観点が

ですねちょっと見えないので、 

0:57:36 そういう全部一番大事な設計前提条件に関してはどう考えられてるかっていう

のを説明ください。 

0:57:46 はい。中国電力のユリでございます。ご指摘 2 点あったと思います。1 点目が

中抜けの件でもう 1 点目が、不動層どこでとらえて年齢が十分になされている

のかというそういうご指摘だったと思います。 

0:58:00 まず中抜けの件につきましては、28 ページのほうに 1 断面と 2 断面地質断面

図を示しておりますけども、 

0:58:10 基本的に 

0:58:11 滑り土塊というのがＢ23 シームＢ二十一、二十 2ｃｍで書かれたこのシームよ

り上を移動をそうだと考えてます。この移動層につきましても堅硬な基本的に

は岩盤になっておりますので、そういった中抜けはないものと考えてます。 

0:58:28 ですから、念のため所定の杭間隔で設定をしておりますのでそっちら辺りを資

料化してご説明したいと思います。 

0:58:37 あと 2 点目の不動層ですけれども、先ほど申し上げましたシームより上と下が

不動層と考えておりまして、こちらに対して杭全長の 3 分の 1 以上の命令がさ

れているっていう通す設計を 

0:58:54 考えております。こちらは基準類で、 

0:58:58 いうと、 

0:59:03 少々お待ちください。 

0:59:06 えっと 26 ページのほうに適用規格、記載しておりますけども、 

0:59:12 一番上の最新斜面土留技術総覧のほうに記載の年齢の深さということにして

おります。 

0:59:19 最終的には杭をモデル化したもので、洞道会も行っておりまして、得意の下を

進めるような滑り面でしたり、そのテーマを切り上がるようないわゆる柔道破壊

といったものも想定の滑り安全率があることを確認しております。 

0:59:35 以上です。 

0:59:37 わかりました規制庁にその辺は十分説明していただきたいというのでまだちょ

っとこうに関しては、もう少し質問したいんですが。 



0:59:46 まず年齢の 

0:59:48 の話ですね、23 ページになりますが、23 ページの右下の表は、いわゆるよく

思考の対策行動とない場合の安全率っていうことで示していますんで、そこで

問題は 1.08 と。 

1:00:04 なっている①断面のＳＤのケースということになっていて、 

1:00:10 Ｏ滑り線はいわゆる、その上にある図ですね①。 

1:00:15 ①’断面の図の赤線の部分だと思うんですが、 

1:00:20 1.08 っていうか 1.2 を来たマップの中で、最小滑りは 1.08 かもしれないけど

も、 

1:00:29 例えば、 

1:00:30 安全について一定に、 

1:00:33 未満になる。 

1:00:35 滑りの中で一番深い層は深い滑りはどれになりますかって言ったときに、 

1:00:41 説明できますでしょうか。 

1:00:46 いわゆるそれが多分基礎移動層と不動層の境界面がまず概念的にいうと、 

1:00:58 どちら 

1:01:01 すいません。中国電力のユリでございます。 

1:01:04 23 ページに書いてある滑り、赤色の滑り面と滑り安全率はその 1 例でござい

まして、他の滑り面も含めて、いろいろ検討した上での最初示しております。 

1:01:17 で、断面の中に青線で引っ張ってるのはシームで、こちらの強度岩盤に比べ

て相対的に弱いので、ここを通すような滑り面を検討しておりますが、こちらが

1.2 を切る最終審の最も深い滑り面になってるというふうに確認をしておりま

す。 

1:01:35 以上です。規制庁エザキ月ご説明ありがとうございました。例えばですね、こ

の右上のこの①、①´断面 2 で見ている。 

1:01:46 Ｂ2324 シールの下にもシームは見えてるじゃないですか、途中で乗り事例系

ではありますが、 

1:01:55 ここではすべらないということでよろしいんでしょうか。 

1:02:02 中国電力のユリです。おっしゃる通りで、その下の滑りはチームが途中で途切

れておりましてそこから岩盤を抜けるということで、滑り安全について人情とな

っていることを確認しております。わかりました。 

1:02:17 そこの辺もですねちょっと丁寧に説明していただいて、どういう考え方でどうや

って、名を考えていくのかとかですねそういう 11 番の設計の重要な前提があ

るものはどういうような設定で考えていくのかというのが重要だと思います。 

1:02:36 もう 1 個その中の決しないという話がですね、一つ、 



1:02:41 言わしていただくと、ちょっと高浜の事例がありましたよね。 

1:02:46 40 ページ。 

1:02:49 40 ページは高浜の例ですか。 

1:02:55 基本的にですね、こういう断面図なんですが、平面配置としてはですね下に書

いてある 2 メーターの間の間っていうよりは、 

1:03:05 2 メーターのピッチで配置されているというよりは、 

1:03:09 その奥行き方向のもうちょっと上層情報側にですね、もう 1 節あって千鳥配置

になっているので、 

1:03:17 杭と杭の間は、基本的には 1 メーターピッチになっているということになってい

ます。その辺はどう考えてるか、その前にですね、その考え方としてですね。た

だし、比較的 

1:03:32 建屋の方に向かって直撃しないような数、 

1:03:36 斜面のところはですね、基本的には 1 列になってる部分もありますが、 

1:03:41 やはり建屋に来ぶつかって止まるようなところに関しては、基本的にはそういう

ような千鳥配置Ｗで考えているということですので、地下の高 2 メーターという

のは、確か同じ地震を反映していると思うんですが、 

1:03:58 移動層の深さ大体記憶約 5 メーターぐらいであれば、2 メーター。 

1:04:07 住宅の深さが 10 メーターであれば 3 メーターかで、深さが福井の普通の長さ

がっていうか、その方が 20 メーターだったら読めたと思うんですけど、新セン

ターで指定されていて、 

1:04:24 Ｋ－何ぼっていうのは昔、確かにこれは正確性の頃はあったんですけど、そう

するとやはり杭の径に比べて地盤とのスケール効果っていう問題があって、そ

こに不確かさがあるので、基本的には、 

1:04:40 ある程度メーター、実績としてメーターで決めているというのが、 

1:04:45 最終的な記載だったという記憶あるんですが、この辺はいかがでしょうか。 

1:04:55 肺癌の中国電力のユリでユリです。先行炉の話なのでちょっと個別具体的な

ことが申し上げられませんけども、確か私の記憶では高浜発電所はＤ級岩盤

の滑りということで、先行炉も、 

1:05:12 同種材料として取り扱っているようなものの滑りを考えておりますのでそういっ

たすりのＫも含めて、 

1:05:20 千鳥っていうことで配置してるのかなと思ってます。あと必要記録も関連すると

思います。当方は先ほどの繰り返しになるんですけど岩盤滑りということで、す

り抜けがなかなか考えられないなっていうところと、 

1:05:35 あと適用規格ん方に、26 ページなんですけども。 



1:05:44 ポツの二つ目のところに斜面上の深層基礎設計施工便覧というものがありま

す。斜面上に配置する橋梁基礎、基礎として審査基礎設計する場合の基準で

ございますけども、こちらの施工の条件といたしまして、 

1:06:01 杭の直径Ｄの二倍程度は杭を話さないと、岩盤の緩み等の影響が出ますよと

いうのが記載されてます。こちらの規定も参照しまして、今所定の杭配置とい

うものを検討しておりますので、 

1:06:19 こちらか、こちらを含めて資料化をしてご説明をしたいと思います。以上です。

わかりました。規制庁エザキです。わかりやすそう観点も含めて詳細にその辺

はですね、 

1:06:31 どう安全なのかっていうことを説明いただければ結構ですんで、まずは説明資

料を整理した上でご説明いただきたいと思います。 

1:06:42 うん。 

1:06:44 ちょっとページが今度斜面た鉄塔斜面の安定性評価になります。公表の中で

委託費に、⑫断面、 

1:06:55 というものが代表性ありますよと。安全保護できますということで、ＤＢｃｃそれ

ぞれの三つの断面を安全包絡しているという説明があってます。 

1:07:06 ただしですね 

1:07:08 51 ページ見ていただくと、基本的にはですね、例えばだめＤＢインター面が乗

っかっている、直接の 

1:07:18 Ｃされている地盤は全 9 岩盤になります。 

1:07:22 それで、 

1:07:26 対象になっている非常に断面というのは、18 ページに断面図があるんです

が、 

1:07:32 今それで判定をしているところが、基本的には岩盤内ＣＬｃｍ新旧ことで、基本

的にできる岩盤の調査を、結果と照らし合わせた上で説明がなされていない

ので、 

1:07:48 この辺はどうなのかなと思います。 

1:07:51 いわゆる 1.051 って話はあるけども、実際には 12 番目でさっき言ったようにで

すね、Ｊ9 番とかすべて閉まってるっていう話になってれば、 

1:08:02 いわゆる安全包絡してる前提条件が本末転倒という話になっちゃいますんで、

この辺はちょっと説明が足りてないんじゃないかと思うんですがいかがでしょう

か。 

1:08:17 中国電力のセイキです。 

1:08:20 先ほど 12 断面のＤ級岩盤につきましては、 



1:08:25 時津波側で説明しておりますようなところも踏まえて、もう少し丁寧に説明する

ようにといったコメントも受けておりますので、こちらの説明とあわせましてです

ね、12 段目が補安全に包絡できている旨を記載をご説明させていただければ

と思います。以上です。 

1:08:43 それだけです。私からは以上なんですが、基本的にその適用性の判断する上

で必要ななんていうんですかね。条件がまだ、 

1:08:53 十分説明できてないとは思うんで凸は幾つか内部で検討はされていて、ある

程度そう判断の上で整理されているんですが、我々に対してはそこの説明ま

でまだ至っていないので、我々もちょっと 

1:09:09 不明な点が多々あるという形になってますんでそれは、 

1:09:13 十分ですね説明は、 

1:09:16 ヨシツグしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

1:09:24 はい。中国電力シミズです。共有先ほどいただきましたコメントも含めてですね

我々なりにちょっと何が足りてないかというのを考えて、資料か拡充したいと思

います。以上です。 

1:09:37 はい。規制庁のハットリです。他に確認する点があればお願いします。どうぞ。 

1:09:51 規制庁の事例。 

1:09:55 2 点ほど確認させてください。 

1:09:58 ポイントの 33 ページお願いします。 

1:10:06 ここで 

1:10:08 1 断面と 2 断面でそれを許容せん断抵抗力が出ているんですけど、そのうち

ですね、区間 1 のここの考え方なんですが、 

1:10:21 これは区間 1 で 150.5 メーターありますので、その中、真ん中付近に翌週があ

って、その両端っていうのはよくＣＶがない部分なんですけど、ここの抑止部が

ないところについても許容せん断抵抗力としては、 

1:10:39 今のこの算定式と同じ値を使っているように見えるんですけど、その辺りはど

のようにお考えになるか、応対いただけますか。どうぞ。 

1:10:53 はい。中国電力のユリでございます。おっしゃる通りなんですけども考え方とし

ましては、先ほど申しました移動層っていうのが基本的には岩盤中のシーム

すべきだと思ってます。 

1:11:07 なので 3 次元的にｃｐｍ滑りを考えたときに、空間位置っていうのはそういうそ

の滑り土塊が存在する範囲だと思ってるんですけども、その中で 7 本っていう

深層Ｖへとこれが日としてその 3 次元の土塊に対しての必要抑止力は確保で

きるっていう方針になってると思いますので、 

1:11:29 これを割り戻しているといったようなせん断抵抗力の設定の仕方をしておりま

す。 



1:11:35 この 3 次元的な滑りの中で、1 断面というのが代表断面だと、3 次元的な滑り

を表す代表断面だと思ってますので、 

1:11:45 この兵働一番右側に書いてある対応区域当たりのせん断抵抗力をこの 1 段

目のほうに代入して検討を行っております。考え方は以上です。はい。規制庁

のチギラです。 

1:12:00 今ご説明いただいた内容を 

1:12:05 ちょっと理解するためにですね、 

1:12:07 ここについても、考え方が刈羽委員整理して、ちょっといただきたいなというふ

うに思いますが、よろしいでしょうか。 

1:12:19 中国電力のユリです。承知しました。 

1:12:23 以上です。はい。規制庁のハットリです。 

1:12:27 よろしいでしょうか。 

1:12:30 何か追加して説明することありますか。 

1:12:34 中国電力側から特にありません。規制庁のハットリです。今の確認に対して私

からもちょっともう 1 回同じようなことなんですが確認させていただきたいと思

います。 

1:12:46 まとめ資料の 

1:12:54 447 ページから 448 ページなんですけれども、 

1:12:59 先ほど 3 次元的な影響のから、 

1:13:05 この区間 1 の 150ｍに対して、真ん中辺の 70 メートルの区間に抑止杭を集中

させてるということで、その 3 次元的な考え方というのを今後説明していただく

という。 

1:13:23 説明があったんですけれども、 

1:13:30 今この 150 メートルの幅に対して、中央に 70ｍに集中している抑止杭を 150

メートルで平均化してるというのも、その 3 次元的な効果を踏まえた理由の中

に入るんでしょうかどうぞ。 

1:13:50 中国で中国電力のユリと思っユリです。おっしゃってるのは通し番号の 448 ペ

ージの物性の設定につきましても、同じように平均化を行ってますけどもおっし

ゃる通りの理解で、以上です。 

1:14:05 規制庁のハットリです。通常閉科の奥行き方向の二次元で平均化する場合

は、150ｍに対して杭が均等にばらまかれていると。交互を単位奥行きあたり

に押し潰して、 

1:14:21 評価できるんですけれども、真ん中辺に集中してるものに対して、 



1:14:29 すべてその平均化するという考えというのは、その平面ひずみ状態の考え方

からすると、あまり聞いたことがないんですけれども、それも 3 次元的な効果

を踏まえて説明ができるということでしょうかどうぞ。 

1:14:47 はい中国電力のユリでございます。3 次元的な効果と、あとちょっと説明し忘

れたんですけれども、先ほど申し上げました岩盤中のシーム滑りなので、途中

のすり抜けは考えていないという、そういう考え方に基づきまして、 

1:15:02 こういった平均化を行っております。以上です。 

1:15:07 規制庁のハットリです。すり抜けの話は、先ほどエザキの方からあったように

説明があると思うんですけれども、通常一般的な考え方からすると、区間 1 に

平均的にその配置するっていうのが大体、 

1:15:25 普通の考え方かなと思うんですが、この真ん中に集中させてるというのはどう

いう理由なんでしょうかどうぞ。 

1:15:36 中国電力のユリです。 

1:15:39 ちょっとこの平面図でわかりにくいんですけども、この真ん中に集中するしてい

る範囲が斜面でいうと、一番高くなる斜面高さが高くなる範囲になっておりまし

て、 

1:15:51 岩盤中の深部滑りの土塊を考えたときに斜面が一番高くなるほうが、安定性

が厳しくなるということで、一番厳しくなる範囲に集中させて杭を配置している

次第でございます。 

1:16:04 それよりそこの御杭が配置されてない範囲につきましては、相対的に斜面高さ

が低くなることから、安定性は向上するというか、高くなると考えておりまして、

こういった配置にしております。以上です。 

1:16:20 規制庁のハットリです。わかりました。今のような説明であれば、先ほど二次

元の平面図などわかりにくいというふうに説明があったように、確かにわかり

にくいので、いろいろ断面を切るなり、三次提言的に見せるなり、 

1:16:37 そういう工夫をして、二次元での平面図でわかりにくいければわかりやすいよ

うに説明していただきたいと考えていますがいかがでしょうかどうぞ。 

1:16:51 中国電力ユリです。承知しました。工夫して説明したいと思います。以上です。 

1:16:57 規制庁のハットリです。それと先ほど説明があったように、その区間 1、区間 2

の両側の斜面については、斜面高さが低いので、対象としませんという説明が

あったんですが、 

1:17:13 言葉でまたポイントの方とまとめ資料のほうに言葉で書いてあるだけなので、

これが低いんだということがわかるような断面なりそういうものをつけて、低い

ということがわかるようにしていただきたいんですがいかがでしょうかどうぞ。 

1:17:33 中国電力です。承知いたしました。 

1:17:36 はい。例えば区間 1 の右 



1:17:40 東側の斜面であれば、確かに真ん中に平場があるようには見えるんですが、

ＴＰ66.5 までの断面を切ると、結構高いような気もするので、そこら辺の断面

図、66.5 までの断面図までまで入れて、 

1:18:00 こうこういう方法で、時理由で低いんですよというふうに説明していただきたい

と思いますがいかがでしょうかどうぞ。 

1:18:09 中国電力ユリです。承知いたしました。 

1:18:12 はい。チギラの質問に関連した私の質問確認は以上になります。 

1:18:21 委員長のチギラです。すいません。ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ40 ページお願いします。 

1:18:28 これ確認だけなんですけど、 

1:18:32 島根と高浜のですね比較がしてあって、高浜発電所のほうは、これは 1 棟今

平面図。 

1:18:42 とかですね、が示されていないんですけど、平面図を示してない理由っていう

のは何かあれば、お答えいただけますか。どうぞ。 

1:18:51 中国電力ユリで特に理由はございませんのでスペースの関係で示さなかった

だけ載せるので示すようにしたいと思います。以上です。はい、わかりました。

ですからいろいろ 

1:19:06 規制庁のハットリです。他に確認する点があればお願いします。 

1:19:15 規制庁ハバサキです。先ほどの抑止合意の関係で、まとめ資料の方、448 ペ

ージや 49 ページあたりで、先ほど 3 次元的な地形形状も含めて今回の区間

1 区間の考え方を説明してくださいと。 

1:19:34 いうので次回以降名者につまこれは解析用の物性値にも関係してきますんで

449 ページの物性値見せていただきますと、一番下を最終的には①①’なりの

物性値がこれで解析をされていると思いますが、 

1:19:53 これは基本的にはその領域の面積で案分をしていると、成長もしているという

ふうに理解しました。ただ 1 点ですね、減衰に関して、今 5％とってますが、同

じように案分するところで 3％ぐらいになります。 

1:20:10 高浜に関しても、確か交換の近うそういう場合ですね、3％とってるんで、ちょっ

と細かい話ですけど 5％で本当にいいのか等ですね、今後 

1:20:25 検討に関してはですね安全側の評価ということを心までていただきたいと。 

1:20:31 いうふうに考えますがいかがでしょうか。 

1:20:37 はい。中国電力ユリです。言われているご指摘の趣旨理解しましたので、その

辺も含めてご説明したいと思います。以上です。 

1:20:46 はい。規制庁ハバサキです。もう 1 点だけ、これは実はだけの確認になるかと

思います。まとめ資料の 458 ページ、フォルダーＯＦ辺りですね、Ｋせん断抵抗

力アビル系のところで、 



1:21:03 説明のＳＧも説明文でｃｍである場合はＳＧをゼロにするというＡ班注記が書い

てあります。 

1:21:14 同じ 

1:21:16 表記が 471 ページの下の方にもありまして、シームの場合は保守的に見込ま

ないという表現があります。で、ちょっとこれ確認なんですけれども、ちょっとま

とめ資料戻っていただいて 455 ページ。 

1:21:32 今これ、よく周囲の評価って、最終的にはスライス漁業行為スライスした層ごと

に評価していると思うんですけども、そうするとシームが関係する層と関係しな

い層があるということで、 

1:21:48 このＳＧの評価経路は、すべてゼロにしてるのか、ｃｍが関わる層だけ出る引

けるとか、そんなことはしてないですよね。 

1:22:01 中国電力のユリでございます。ちょっと確認をしてみないとわからないんです

けども基本的にはＣもとてる滑り面の方が岩盤と比較して相対的に厳しい下げ

る面と考えているので、 

1:22:15 そこを中心に滑り安全率算定してたと思います。ちょっと持ち帰って確認した

上で資料化したいと思います以上です。セイキハバサキです。はい、お願いし

ます。私からは以上になります。 

1:22:30 規制庁のハットリです。他に確認する点があればお願いします。 

1:22:38 なければ私からちょっと簡単な事実確認を何点かさせていただきます。 

1:22:45 ／ポイント資料の 18 ページを開いてください。 

1:22:52 これはたとえなんですが、真ん中の 1033 断面のＳｓＮガムの二次元動的解析

の滑り安全率が 1.47 になっています。 

1:23:06 一方で、15 ページ。 

1:23:10 の 1033 断面の簡便法による最小滑り安全率のが 1.45 になっています。 

1:23:19 さえ簡便法による滑り安全率については、水平震度 0.3 鉛直震度 0.15 でやっ

てるというふうに書かれていますが、ＬＥＴ水平震度 0.3 でやった簡便法等、 

1:23:34 基準地震動Ｓｓでやった二次元動的解析の滑り安全率はほぼ一緒になったと

いう理解でよろしいでしょうか。どうぞ。 

1:23:47 中国電力のユリです。その通りの理解で 

1:23:53 簡便法がちょっと厳しくなる理由なんですけどもＫＨ0.3 ということで入れるんで

すけども、斜面全体に一律に 0.3 をかけるということで、それがこの斜面に対し

ては厳し目の評価になったというふうに理解しております。以上です。 

1:24:09 規制庁ハットリです。わかりました。そこまできちんと考察されているなら結構

です。 

1:24:15 あと 22 ページお願いします。 



1:24:19 先ほどのエザキの質問とちょっと重なるところがあるんですが、 

1:24:24 ③③断面については、この円弧滑り、 

1:24:30 Ｆ－Ａと滑り面になっていますが、簡便法からすべてに計算確認すると、常に

変更になるんですけれども、これは土地まで円弧で途中からシームに沿った

方が、 

1:24:46 厳しくなるように思うんですが、その方が厳しくなったりはしないんでしょうかど

うぞ。 

1:24:57 中国電力のユリです。おっしゃる通りなんですけどもシームの最急勾配方向が

志間については背斜軸より北の場合は北側なので、基本北側すでに 

1:25:10 のみを検討するということで、こちらから除外をしております。ただちょっと保守

的な観点から追加するかどうかも含めて検討したいと思います。以上です。 

1:25:22 規制庁のハットリです。少しわからなかったのは、 

1:25:25 ③③断面の 

1:25:28 滑り面を検討して遠方で検討しているということで、 

1:25:33 途中、これは図下北ような滑り面になっていますが、シームに沿った滑り面

は、その北側斜面が海とは関係なくて、 

1:25:47 そういう滑り面も考えられると思うんですが、 

1:25:50 北側斜面に 

1:25:54 に関連した説明というのはどういう意味なんでしょうかどうぞ。 

1:26:01 中国電力のユリです。33 段目見ていただきますと、 

1:26:05 ほぼ東西方向に切った断面になります。なので、シームの傾斜としては、 

1:26:11 細粒化勾配方向のちょうど直交方向になりますので、 

1:26:15 ＣＭの滑りを考えたときには、最急勾配方向である北側の方向にすべると考え

てます。 

1:26:24 ちょっと 33 段目の北を見ていただきますとずっと斜面が続いておりますので、 

1:26:29 そちらの方向には滑りにくいと考えて、22 ページの滑り面では検討しておりま

せん。 

1:26:37 が、ご指摘の趣旨理解しましたので、都市Ｍの滑りも含めて検討してみたいと

思います。以上です。規制庁のハットリです。そちらの趣旨はわかりました。断

面が東西方向でシームは、 

1:26:53 北、北方向に流れているので、滑りにシーム方向にする想定は閉めにくいとい

うふうに 

1:27:02 説明のあったと思います。確かにそういう面もあるんですが、シームは平面的

にありますので、 



1:27:12 勾配は北側でしょうけども、東西方向にすべる可能性もあるということで、二次

元で考える時はそこも含めて入れていただければありがたいと思います。ＥＤ

いただきたいと思いますがいかがでしょうかどうぞ。 

1:27:30 中国電力ユリです。承知いたしました。規制庁のハットリです。はい、わかりま

した。 

1:27:45 あと、51 ページをお願いします。 

1:27:53 とこには 

1:27:57 ＰＥＴの斜面の図があるんですが、この中に、 

1:28:02 アクセスルートの位置を入れていただくことはできますでしょうかどうぞ。 

1:28:07 断面図の中に、 

1:28:13 中国電力のセイキベースでアクセスすることを併記することは可能だと思いま

すので、対応させていただきたいと思います。 

1:28:22 はい。 

1:28:29 ちょっと確認なんですけど、32 ページをお願いします。単なる確認です。 

1:28:38 抑止部位の許容せん断抵抗力を算出するに当たって、許容せん断力とかの

協力度についてはＲＣ示方書から持ってきて、 

1:28:49 今日せん断力の式は道路の式を使っているんですが、のほとんど道路旧農協

せん断力等ＲＣＩＣ標準のせん断力強制による許容力度って変わらないので、

あまり影響ないんですが、 

1:29:04 ここら辺の考え方っていうのはどういう考え方なんでしょうかどうぞ。 

1:29:14 はい。中国電力のユリでございます。色素Ｖなので鉄筋コンクリート製等という

ことで、その強度については本市から持ってきてるんですけども、許容応力度

法の計算式の中に、 

1:29:27 計算式が今市のほうに記載されておりませんでしたのでちょっと同士の式を使

っている次第です。 

1:29:33 以上です。 

1:29:36 基本的にはＲＣＡ鉄筋コンクリート構造物についてはＲＣＣ褒賞 

1:29:42 を 2 台を第 1 に準拠すると。 

1:29:47 ないものについてはＧである 

1:29:52 同居し保障をＡから持って来てるということで、そういう考え方ということでよろ

しいでしょうかどうぞ。 

1:30:03 中国電力ユリです。その通りでございます。以上です。はい。わかりました。今

回は協力度があまり変わらないので変わらないんですが、場合によっては 



1:30:16 基準を跨いだ適用というのができない場合もありますので、そこら辺はよく考

えて適用するようにしていただきたいと考えておりますがいかがでしょうかどう

ぞ。 

1:30:27 中国電力ユリです。承知いたしました。以上です。 

1:30:31 規制庁のハットリです。私からは以上です。 

1:30:35 他に確認する点があればお願いします。 

1:30:45 ないようですのでそれではコメント回答のＰａｒｔについて説明を始めてください。

どうぞ。 

1:30:54 はい。中国電力のヨシモトです。続きまして、令和 2 年 5 月 18 日第 861 回審

査会合におけるコメント回答に移らせていただきます。 

1:31:04 ポイント資料の 52 ページをお願いします。 

1:31:13 52 ページに記載の通り、前回の会合でＮｏ.43 から 51 の指摘をいただいてお

りますので、ナンバー43 より順に回答させていただきます。 

1:31:23 次のページをお願いします。 

1:31:33 53 ページですが、指摘事項ナンバー43、液状化による不等沈下に関し、Ｊア

ポ埋戻部との境界部時余りに勾配を設けて掘削した箇所について、傾斜の評

価結果を詳細に説明すること、また、段差解消工事の要否についてもその根

拠とともに説明することについて回答します。 

1:31:53 時山と埋戻部との境界部邪魔に勾配を設けて掘削した箇所について、2 号炉

原子炉建物周辺で 2 ヶ所を抽出し、地下水を保守的に地表面とした場合の液

状化及び揺すり込みによる傾斜を評価した結果、発生する傾斜が許容値

15％を下回るため、 

1:32:11 可搬型設備の通行に及ぼす影響はないことを確認しました。 

1:32:16 次のページをお願いします。 

1:32:21 1 想定大丸段差が発生した場合においても、可搬型設備が徐行により諸般可

能な勾配を考慮し、ホイールローダーによる仮復旧が可能であることを確認し

ています。 

1:32:33 Ｎｏ.43 に対する回答は以上となります。次のページをお願いします。 

1:32:42 55 ページですが、指摘事項ナンバー44 地中埋設構造物の液状化に伴う浮き

上がりの評価結果について、浮き上がりを防止するための対策及び設計方法

を詳細に説明することについて回答いたします。 

1:32:58 浮上がりが想定されるＨ埋設構造物については、表に示す通りよう圧力に対

する浮上がり抵抗力の不足分を補うため、構造物周辺の地盤改良やコンクリ

ート置換またはカウンターウエートを設置する設置する対策を実施する方針と

します。 

1:33:17 Ｎｏ.44 に対する回答は以上となります。次のページをお願いします。 



1:33:24 56 ページから 60 ページでは、海岸付近の層厚流動に関しまして、Ｎｏ.45 海岸

付近のアクセスルートにおける層厚流動の評価結果について、他のだ検討断

面や縦断方向の段差により通行に支障が生じることはないか説明すること。 

1:33:41 また、想定をした上回る沈下が発生し、通行に支障が生じる場合の対応策に

ついても説明すること、及びＮｏ.46 液状化による走行流動の評価について、

海岸付近のアクセスルートにおける被害の不確定性を考慮した。 

1:33:56 評価の考え方を説明することについて回答いたします。 

1:34:03 海岸付近のアクセスルートにおける即応流動の影響評価にあたり、防波壁近

傍では、そこを流動が抑制されることから、防波壁に近接せず、周辺地盤の高

低差のある 3 号炉北西側のアクセスルートを選定し、新たに 2 断面を追加し

て、 

1:34:19 他の断面や縦断方向の段差により通行に支障が生じることはないか検討しま

した。 

1:34:25 1 断面は、かねてよりご説明してきた、そこを流動の代表断面であり、今回 2

断面及び 3 段目を新規に追加しております。 

1:34:35 次のページをお願いします。 

1:34:40 5457 ページですが、2 断面及び 3 断面は、資料下部に示しておる通りです。 

1:34:48 区間 1 は製法の時山に向かって岩盤線が地表面へ上がっていく区間となって

おり、区間 2 と比較して埋戻し 6 作図の層厚は薄くなっています。 

1:34:59 また、岩盤面の傾斜は最大で一体 0.7 程度であり、液状化及び揺すり込みに

よる沈下を仮定しても傾斜は最大 5％程度のため、 

1:35:09 許容値 15％を下回ります。 

1:35:13 なお、区間 1 のうち、区間Ａｃについては、延長約 90 メートルに対して、Ｈ．℃

地点における地表面の高低差が 2ｍ、岩盤面の高低差も 1 名リットル程度と

なっており、液状化及び揺すり込みを仮定した場合においても傾斜は十分小さ

くなります。 

1:35:32 また、区間には、区間 1 と比較して、Ｎ戻し 6 作図の層厚が厚い区間となって

おりますが、岩盤と埋戻部の境界部の傾斜は、区間 1 の最大傾斜よりも小さく

なります。 

1:35:46 これらより 3 号の北西側アクセスルートの縦断方向において、可搬型設備の

走行に影響はないことを確認しました。 

1:35:54 一方で、そこを流動の影響検討箇所については、埋め戻しの掘削ずりが最も

厚い区間、区間 2 から選定し、選定いたします。 

1:36:04 次のページをお願いします。 



1:36:09 58 ページですが、そこを流動の影響検討箇所について、3 番目に示す区間に

は全線にわたり埋め戻しの掘削ずりの層厚はほぼ同等ではありますが、3 段

目よりさらに海側のＡ断面に示すように、 

1:36:24 アクセスルート北側における岩盤線が深く、防波壁背面の埋戻しの掘削ずり

及び斎木層が厚く堆積しており、そこを流動の影響が大きいと想定されること

から、1 断面を側溝流動の影響検討箇所として選定し、 

1:36:40 可搬型設備の走行に影響がないことを確認しました。 

1:36:44 なお評価結果につきましては、前回会合にてご説明させていただいておりま

す。 

1:36:50 次のページをお願いします。 

1:36:57 59 ページに示しました通り、万一想定大丸沈下が発生し、通行に支障が生じ

た場合は、段差復旧用の砕石等用いて、重機により仮復旧を行います。 

1:37:09 また、海岸付近のアクセスルートを通行する手順は、2 号炉放水接合層への

シルトフェンスの運搬になりますが、1 回復旧ができずに車両が通行できない

場合においても人力によりシュートフェンスの運搬が可能です。 

1:37:24 なお 60 ページには、シルトフェンスの運搬ルート等を示しております。 

1:37:30 ナンバー45 及び 46 に対する回答は以上となります。 

1:37:37 中国電力の清水です。引き続き、指摘事項 40Ｎｏ.47 について説明します。62

ページをご覧ください。 

1:37:47 指摘事項は、敷地内の鉄塔について耐震評価の流れや考え方を詳細に説明

すること、その再確定等の種別系統構造形状地盤構造、支持地盤の概要を示

した上で、どのような損傷モードを考え、 

1:38:04 評価しているかを説明することです。回答といたしまして、 

1:38:09 まず影響評価方法選定ですが、発電所構内の送電鉄塔、 

1:38:16 開閉所屋外抵抗及び通信用無線鉄塔以下鉄塔を対象として、 

1:38:23 倒壊による影響を想定しています。想定は 3 ケースで、一つ目に、 

1:38:29 鉄塔倒壊した場合、鉄塔中心とした鉄塔高さを鉄塔倒壊範囲とし、倒壊範囲

がアクセスルートにかかるかを確認します。 

1:38:40 二つ目に、鉄塔自体がアクセスルートに影響しない場合であっても、鉄塔に架

線している送電線が影響することが考えられるため、 

1:38:50 鉄塔倒壊に伴う送電線の落下がアクセスルートに影響するかを確認します。 

1:38:58 三つ目に、送電線の落下による影響設備対策により、アクセスルートの健全

性が確保できるか確認します。 

1:39:07 鉄塔倒壊によるアクセスルートへの影響を図 1 及び図 2 に示しており、 

1:39:15 オレンジ色が鉄塔倒壊時の影響範囲。 



1:39:20 緑色が鉄塔倒壊時の送電線影響範囲となっております。 

1:39:27 63 ページをご覧ください。 

1:39:32 三つの営業想定を選定フローに基づき対象鉄塔を選定し、影響対策を実施し

ます。 

1:39:41 1 の倒壊によりアクセスルートに直接影響がある鉄塔は耐震性評価を実施し

ます。 

1:39:49 1 で対象外となった鉄塔は 2 で倒壊により、送電線がアクセスルートに影響を

及ぼす及ぼす場合は、 

1:39:59 3 の送電線落下によるによるアクセスルートへの影響を設備対策により対処

できるか確認を行い、 

1:40:08 できない場合は、耐震評価を実施します。 

1:40:13 耐震評価を行う対象鉄塔は①の 66ｋＶカシマ支線Ｎｏ.2－1 鉄塔③の第 2、66

ｋＶ開閉所屋外鉄鋼、 

1:40:28 その他④⑤⑨の鉄塔となります。 

1:40:34 さらに耐震性評価を行う鉄塔については、4 において、斜面上に設置されてい

る鉄塔は、先ほど説明を行った、斜面の安定性評価を行っています。 

1:40:47 対象鉄塔は①の 66ｋＶカシマ支線Ｎｏ.2－1、Ｚ 

1:40:54 ⑤の 220ｋＶ第 2 島根原子力幹線Ｎｏ.2 鉄塔及び⑨の通信用無線鉄塔となり

ます。 

1:41:05 設備対策を行う対象鉄塔は②の 66ｋＶカシマ支線Ｎｏ.3 鉄塔です。 

1:41:14 なお、⑥、⑦、⑧の 500ｋＶの鉄塔については、影響評価対象外としています。 

1:41:23 64 ページをご覧ください。 

1:41:26 影響想定から選定されて、結果により、第 2 は谷トンネルを経由したルート

は、鉄塔の耐震評価を確認し、車両の通行確保します。 

1:41:38 評価の結果、強度不足等により評価が満足しない結果となった場合は、補強

等の影響防止対策を実施します。 

1:41:48 12 号炉原子炉建物南側を経由したルートは設備対策を行い、 

1:41:55 連絡通路を確保します。 

1:41:58 対象である 66ｋＶカシマ支線Ｎｏ.3 鉄塔については、 

1:42:03 鉄塔滑落評価を行い、送電線の落下班員を想定した上で、送電線下部に連

絡通路、 

1:42:12 例といたしましてボックスカルバートを設置して、要員のアクセスルートの確保

を行います。 

1:42:19 なお、500ｋＶの鉄塔については、直接アクセスルートに影響を及ぼさないこと

から、影響評価対象外としています。 



1:42:28 表 1 は別途影響。 

1:42:31 選定結果を整理したものです。 

1:42:34 表には、鉄塔の設置状況を一覧表に整理したものです。基礎構造、支持地

盤、設置場所等を記載しています。 

1:42:44 65 ページをご覧ください。 

1:42:48 選定結果を図に落とし込んだものとなります。 

1:42:53 図 4 は、緑が 66ｋＶカシマ支線Ｎｏ.3 鉄塔の倒壊時の送電線影響範囲であり、

12 号炉原子炉建物の南側に緑の太線で示しています。 

1:43:09 設備対策による連絡通路を確保しています。 

1:43:13 その他の鉄塔は耐震評価を実施し、第 2 は第 2 棟燃ネルを経由したアクセス

ルートに影響はありません。 

1:43:23 図 5 は、500ｋＶの鉄塔が倒壊しても、第 2 は第 2 トンネルを経由したアクセス

ルートに影響はありません。 

1:43:32 耐震評価結果。 

1:43:34 などは今後の設工認で詳細に説明いたします。なお、今日説明を行った内容

については別紙 40 に整理しております。以上で、指摘事項ナンバー47 の説

明を終わります。 

1:43:50 中国電力のフジモトです。続きまして右肩 66 ページ目で、Ｎｏ.48 について回

答させていただきます。指摘事項が、泡消火薬剤容器について、保管場所の

変更により、土石流の影響を受けない。 

1:44:04 第 4 保管に保管する方の妥当性について説明することになります。 

1:44:09 回答ですが、土石流時発生時の対応が土石流の影響を受ける恐れのないア

クセスルートを用いて、徒歩で土石流の影響を受ける恐れのない第 3 項及び

第 4 保管エリアに移動した上で、保管される設備を用いて、重大事故との対

応を実施する方針としております。 

1:44:27 技術的能力 1．12、拡散抑制関係の手順、この手順のうち、航空機飲料火災

の泡消火に使用する泡消火薬剤をＢにつきまして必要数である 5 項、こちらを

前回審査会合時においては大町会に配備することとしておりました。こちら今

回、 

1:44:43 土石流の影響を受ける恐れのない第 4 保管に配備することで合意いたしま

す。こちらの回答になりますが、前回審査会合時の数値が誤りましたのでその

訂正の回答になります。 

1:44:55 Ｎｏ.48 の回答は以上になります。次のページをお願いいたします。 

1:45:03 指摘事項Ｎｏ.50 になります。海を水源とした場合の注水について、所要時間

を短縮する取り組みについて実績を含めて説明すること。まずこちらの遂行の



経緯になりますが、土石流が発生した際には、その影響により代替淡水減で

あるＹ貯水槽にＣＴ値、 

1:45:20 及び西が使用できないできなくなることから、海を用いた手段で重大事故との

対応を実施します。ただこれ有効性評価でお示ししている評価時間の 2 時間

10 分に対しまして、所時間が 2 時間 8 分と、余裕時間が少ないことから、その

他の手段で時間の短縮が図れないか検討するよういただいた指摘事項 

1:45:39 が、こちらのＮｏ.50 になります。 

1:45:42 回答になりますが、海を次とした場合の注水作業時間を短縮するという取り組

みとしまして、対応送水車 2 台を使用する手順について、時間する短縮に対

する取り組み内容静止時期訓練により、作業時間を検証いたしました。 

1:45:57 実機訓練の結果、従来の手順による時間 2 時間 8 分に対しまして、大量送水

車 2 台を使用した作業時間を 1 時間 40 分に短縮できることを確認しました。 

1:46:08 その短縮方法をした 2 点示しております。一つが、従来の海水取水用の大型

送水ポンプ車を、作業時間の短縮が見込める大量送水車に変更いたします。 

1:46:19 またその大量送水車につきまして海水を取水するにあたって、引き波時等、海

水面が低下すると、水中ポンプの予定が不足し、海水取水ができなくなる恐れ

があったため、ほう素の一部を急患に変更し、ポンプの給油を利用することで

予定を確保することとしております。 

1:46:35 図 1 のほうで変更前後の図を示して、摂動に 5 ヶ所を枠で示しております。 

1:46:41 次のページをお願いいたします。 

1:46:45 右肩 68 ページの方で訓練実施の概要タイムチャートのほうを示しておりま

す。父さん変更前後の方で 28 分間の時間短縮することができ、1 時間 40 分

で全体作業が終えることができることを確認しております。 

1:47:01 次のページをお願いいたします。 

1:47:05 69 右肩 69 ページの方で、訓練時の高齢者方を算定しております。このうち大

きい黒丸三つ目になりますが、現場の工事状況等により一部作業ができない

工程は、同等の作業等を模擬することで、作業時間を算出しております。 

1:47:21 具体的には一つが、大量送水車から、海の流量確保作業について模擬作業

を実施しています。また、流量の確保における防水セイキ乗り越え作業、こち

らについても防水の高さ分を想定した作業を模擬して実施をしております。寒

さ写真の方で示し、 

1:47:38 訓練時の閉写真を示しておりまして模擬関係は上段中央並びに右上の方で

別で示しております。 

1:47:45 次のページをお願いいたします。 

1:47:50 70 右肩 70 ページの方で、訓練及び想定時間の算出に用いたアクセスルート

を示しております。緊急時対策所から第 2 は第 2 トンネルルート／トンネルを



経由して第 4 保管エリアに移動し、2 号水槽、海水取水箇所に移動して整理

するそのルートを示しております。 

1:48:06 その中身より前の方でも気に入って作業を実施した箇所を示しております。 

1:48:11 次のページをお願いいたします。 

1:48:14 右が 71 ページ目のほうで、まず一つ、海を水源とした対応手順ＳＡ手順の変

更について示しております。対応送水車 2 台を使用した手順につきまして、時

間従来手順に比べて時間の短縮が図れることから、実施手順からＳＡ手順に

変更いたします。 

1:48:31 なお従来手順である大型送水ポンプ車及び大量送水車を使用させ手順は衛

生手順から実績順に変更いたします。 

1:48:39 私ども矢羽になりますが、緩和設備の台数及び保管場所の方も変更しており

ます。対応送水車は、2Ｎプラスアルファする設備としまして、 

1:48:49 計 3 台確保する計画としておりましたが、大量送水車による海水取水手順の

ＳＡ手順化に伴いまして、5 台確保することに変更をいたします。 

1:48:59 上に変更前後を示しております。変更前は第 234 保管エリアに 1 台ずつ保管

する計算の保管としておりましたが、変更後は第 1 に 3 用に 1 台ずつ加えて

予備を第 4 保管エリア、計 5 台を保管することで台数を 3 倍から、 

1:49:17 5 台に変更しております。 

1:49:19 Ｎｏ.50 の回答は以上になります。次のページをお願いいたします。 

1:49:25 右肩 1712 ページ目がＮｏ.51 の回答になります。指摘事項が土石流が発生し

ていない場合であっても、例えば雨量が多い場合には人的被害を予防するた

めに、土石流の影響を受けるアクセスルート保管場所に貯水槽の使用を中止

することを考え、中止することが考えられるため、 

1:49:44 その場合の判断基準を説明することになります。 

1:49:47 回答になりますが、降水に起因して発生する土石流を考慮することから、気象

庁による大雨特別警報に基づく警戒レベル 5 相当の発表、これの判断指標の

一つである 3 時間雨量及び 48 時間雨量を土石流危険区域における土石流

の発生を想定し、海水注水切替判断 

1:50:06 等を決定技術するための判断基準として設定し、社内規定に定めます。具体

的には、気象庁は平成 3 年以降の観測データを用いて、50 年に 1 度程度の

頻度で発生すると想定される量を大雨特別警報の発表の判断指標に用いて

おります。 

1:50:24 まず 1 においては 3 時間雨量を 150 ミリ以上、48 時間雨量 346 ミリ以上を判

断しようとしていることから、当該判断指標を海水切り換え判断等を決定、実

施するための判断基準としてとして設定をいたします。 



1:50:39 また土石流危険区域における土石流発生に備えた対応が速やかに実施でき

るよう、対応準備を実施するための判断基準を前もって設定することとし、島

根原子力発電所における過去 10 年間の実績を踏まえまして、3 時間雨量

100 ミリ以上、 

1:50:54 及び 48 時間雨量 150 ミリ以上を判断基準として設定をいたします。次のペー

ジをお願いいたします。 

1:51:03 表 1 で、土石流発生に備えた対応を実施するための判断基準と対応内容を

整理しております。土石流の対応決定にあたっての流れを表上段示しておりま

して、発電所構内で降雨が発生する場合、或いは警戒レベルが発令された場

合において、発電所構内に雨量計の値を確認し、3 時間雨量 

1:51:22 及び 48 時間雨量のいずれか以下のいずれかの判断基準に該当した場合

に、発電所と所長がその対応を決定をいたします。ちょうど左側が、土石流発

生に備えた対応が速やかに実施できるよう、対応準備を実施する段階の判断

基準並びに対応内容になります。 

1:51:38 多様な内容つきましては、通常であれば、土石流危険区域のセルとの監視強

化、 

1:51:44 重大事故等が発生してる段階になりましたら、監視強化に加えまして、代替淡

水銀から海を水源とする原子炉等への注水準備、またディーゼル燃料て貯蔵

タンクを用いた燃料補給の準備と、準備のほうに移ります。また表の右側が決

定実施をする段階の判断基準対応内容示し、 

1:52:04 おります。通常であれば、土石流危険区域のアクセスルート等の立ち入り制

限、これに加えて手順三つ、海を水源とした原子炉注水等減少等の注水、ま

た燃料補給、可搬式モニタリングポスト及びか可搬式気象缶装置の代替測定

場所への配置変更。 

1:52:23 これらの決定の判断を行います。 

1:52:26 重大事故と発生時であれば、土石流危険区域へのアクセスルート等への立ち

入り制限、また先ほど言った三つの点につきまして注水切り換えの実施、気象

観測装置可搬式モニタリングポストにつきましては配置変更の決定をいたしま

す。 

1:52:42 Ｎｏ.51 の回答は以上になります。次のページをお願いいたします。 

1:52:49 Ｂ型 7475 ページでは、前回審査会合からの変更点を示しております。74 ペー

ジ、一つちょっと詰めなりますが、緩和設備の加工台数及び保管場所の変更

を実施しております指摘事項Ｎｏ.48 に伴いまして泡消火薬剤容器を第 4 保管

エリアに配備することで変更しております。 

1:53:08 また指摘事項Ｎｏ.50 の対応しまして、携帯用送水車の確保台数を 300 ハラぐ

らいに変更しております。次のページをお願いいたします。 



1:53:20 Ａ屋内接続工の追加に伴うアクセスルートの追加につきまして、設置許可基準

規則第 52 条において、窒素供給ラインの接続孔を 2 号炉原子炉建物に追加

設置することから、接続廃止箇所の屋内アクセスルートを視察の通り追加をし

ております。 

1:53:36 変更後の図になりますが、屋内接続及び弁を追加しておりましてそこに接続す

るアクセスルートを追加をしております。 

1:53:43 パワーポイントで説明している主な変更点は以上になりますが、これ以外に他

の審査資料の変更につきましても適宜反抗しております。例えば 6 条のカバ

ーにおける替え降灰層厚の変更つきまして、除灰作業の時間の方に変更を変

更等、 

1:54:00 反映作業を実施しております。また他の施設の変更としまして、屋内接続孔に

追加に伴う 2 号タービン大物搬入前のアクセスルート追加箇所におきまして、

Ｈ埋設物の追加を行っておりますが、こちら通行に支障がない設計とすること

から影響等ございません。 

1:54:18 以上で後半のコメント回答並びに前回審査会合からの変更点説明は以上にな

ります。 

1:54:27 規制庁のハットリです。それでは、今の説明に対して確認する点等がありまし

たらお願いします。どうぞ。 

1:54:38 所規制庁のチギラ熱の簡単な確認を 3 点。 

1:54:45 それでくださいと、まず 57 ページをお願いします。 

1:54:55 図 2 のアクセスルート縦断図で、区間 1 と区間 2 が示されていますが、この区

間 1 とか 2 の境界設定境界の設定の考え方についてですね、何か 

1:55:09 こういったことで考えてますっていうものがあれば説明いただけますか。どう

ぞ。 

1:55:19 はい。中国電力のヨシモトです。50Ｎｏ.ページのご説明の中でいたしましたが、

区間については、埋め戻しの層厚が作って、岩盤の形成がほとんどない滑ら

かな点で、区間 1 に関しましては、区間 2 ほど、 

1:55:37 総厚が厚くありませんが、岩盤の形成が駅になってます。そういうふうな観点

で二つを区分けしております。以上です。 

1:55:48 はい規制庁チギラです。ちょっとこの部会ちょっと区間の境界の点をピンポイ

ントで決めた。 

1:55:57 点っていうのをちょっと聞きたかったんですけど、それは岩盤のところの傾斜を

見て、そこでＫＫターン傾斜の形状から境界を決めたというふうに理解すれば

よろしいですか。 



1:56:13 はい、中国電力のヨシツグでございます。チギラさんのご理解の通りで、この

右側の平面図を見ていただきますと、この市橋の方はちょうど山が出ていると

ころでございまして、ちょうどこの 

1:56:29 Ｅとか 1 度区間 2 の辺りのところがちょうど昔海だったところ、組み立てている

ところの傾斜がある、岩盤の傾斜があるところでないところということで、下階

1 度区間に区分しております。以上です。はい規制庁チギラです。 

1:56:45 そのあとに簡単に追加できるようであれば、説明を追記いただきたいというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。 

1:56:55 はい。5 席中国電力のヨシモトです。5 席理解しましたので、資料に追記して、

また次回ご説明いたします。以上です。はい。 

1:57:04 2 点目ですが 59 ページをお願いします。 

1:57:08 トリガリングこれも確認です階下海岸付近のアクセスルートっていうのは、これ

はもう 2 号炉温水接合性のシルト連通運搬に使用すると。 

1:57:20 これ以外の用途はないということで、その理解でよろしいでしょうか。どうぞ。 

1:57:27 中部電力のフジモトです。こちら海外付近のルートんつきまして、このルートを

通行する手順につきましては、海洋拡散抑制の閉じると弁設置の手順のみに

なります。以上です。はい、規制庁の話につきましては、 

1:57:44 3 点目ですが、64 ページをお願いします。 

1:57:51 64 ページの小一の鉄塔評価の選定結果。 

1:57:57 の表なんですけど、ここでですね、 

1:58:01 ③の鉄塔等④の鉄塔っていうのは、どっかは倒壊範囲の影響がありということ

で、これで耐震強化をするということでマルをしているんですけど。 

1:58:15 音声でですね、読解するとともにですね 

1:58:19 送電線の落下っていうものいうところも影響するのかなと。実際にそこの評価

を決める際にはあまり影響はないと思うんですけど、そうですねの結果ってい

うのも影響はあるんじゃないかなというふうに思うんですけど、その辺りは、 

1:58:37 どのような形で今この場をしているのかお答えいただけますか。どうぞ。 

1:58:48 はい。中国電力のシミズでございます。Ｎｏ.3 棟Ｎｏ.4 につきましては、鉄塔が

倒壊した場合に、送電線の影響が 

1:59:02 ありますので、今現状こちら 

1:59:12 すみません、Ｎｏ.3 棟Ｎｏ.4 につきましては、 

1:59:19 鉄塔の倒壊しても、倒壊しないように、耐震評価を行うので、送電線の影響有

無はないということで判断しております。 

1:59:38 規制庁のチギラ率等、 

1:59:43 ちょっとよくわからなかったんですけど、 



1:59:49 何か鉄塔が転倒するかどうかっていうので判断をして、そのあとに取出ユリの

性能に行ったときは当然前の施策っていうところについての判断が行くんです

けど。 

2:00:04 仮に鮮新統等との電線の落下っていうのが、 

2:00:12 ＲＡＷ時低下ですね両方影響あるっていうけども、あるかなと思っているんで

すけど。 

2:00:19 全体のそこの両方の可能性についてはどのようにお考えか。 

2:00:28 お聞きしたいんですけど、いかがでしょうか。はい。中国電力の清水です。 

2:00:35 選定フローの方見ていただければよろしいんですが、ページで言いますと、63

ページです。 

2:00:46 はい、どうぞ。 

2:00:47 はい。等をこちらの方でまず、鉄塔倒壊時に倒壊範囲がアクセスルート上にあ

るかということで、日№3№4№9 につきましては、耐専評価します。今言われた

Ｎｏ.34 につきましては、耐震 

2:01:07 評価を等も行いますので、送電線の落下っていうものは考慮しておりません。 

2:01:16 わかりましたが、そちらの方のベッド判定で、そちらで上位というか、そちらが

優先するので、そのあとの評価っていうのはいけないという、そういうふうに考

えるということで、 

2:01:28 理解すればよろしいでしょうか。 

2:01:30 はい。はい。言われる通りです。わかりました。 

2:01:35 私からは以上です。 

2:01:39 規制庁のハットリです。他に確認する点がありましたらお願いします。 

2:01:53 Ａ規制庁のカドヤです。Ｎｏ.48 についての確認になります。これ土石流の影響

を考慮して保管場所の配置がえを前回 

2:02:08 行いますっていう説明があっての確認だったんですけど今回それで泡消火薬

剤は第 4 保管エリアをメインで設定をしてもらって、基本的にＮ設備っても第 4

保管エリア。 

2:02:24 に置くっていうことになってると思うんですけど、一応念のための確認ですけ

ど、ここのほかに、 

2:02:32 場所としては一応変更漏れがあったとかっていうのは、一応ないということが

確認できているという理解でよいでしょうか。 

2:02:44 はい。中部電力のフジモトです。土石流対応としまして、前回の審査会合にお

いて土石流対応として台帳かＮｂにつきましては、以前台帳管理に保管してい

たものを第 4 保管エリアに変更するということを対応させていただきました。 



2:02:59 ここはその中で記載の数値の誤りとしてこの泡消火薬剤を基になります。それ

以外につきましても確認しまして、誤りがないことを確認しております。その変

更の一覧表については、まとめ資料の 682 ページ。 

2:03:16 前回審査会合からの主要な変更点の中で、一覧表の方で変更前後の方を示

しております。この中では消火薬剤容器を今回変更して説明させたさせていた

だいた形になります。以上です。 

2:03:31 規制庁のカドヤです。はい、了解しましたねえ。ちょっと続いてなんですけど、

Ｎｏ.502071 ページをご覧いただきたいんですけれども、 

2:03:46 これ今まで大型送水ポンプ車等大量構成送水車の組み合わせから大量そう

いう水者荷台の組み合わせに変更っていうことで、71 ページの下に変更前変

更号で大量送水車の使用場所ごとに、 

2:04:06 保管台数を書いていただいてるんですけど、これ今技術的ルールまとめ資料

の通しでいうと 42 ページ下のページの 1.0．2－33 ページをちょっと見ていた

だきたいんですけど。 

2:04:38 あ、よろしいですか。 

2:04:43 はい。中部電力のフジモトです。第 1 確認しておりますカドヤですけれども、ち

ょっとこの 42 ページに書いてある項等々、この 71 ページが整合しないかなと

思ってるんですけど、これは何か。 

2:04:59 4－4 ページとか密閉をもしこっちからリバイスがされてないとかそういうことで

すか。 

2:05:06 まずそのリバイスしてるかどうかだけの確認なんですけども。 

2:05:12 中部電力のフジモトです。まとめ資料 42 ページにして示してる第 3－1 をこち

らは主要可搬設備の保管場所別の基本的な配置概要のほうを示しておりま

す。今回の土石流対応のうち、この大量送水車につきましてはこの中には、 

2:05:28 シミズ含めてはおりません。ただこの次のページ以降の 2Ｎ＋αの可搬設備の

配置、こちらにつきましては、先ほど通常のＳいただいた変更について反映を

している状況になります。以上です。 

2:05:42 系統の中でですね、確認ですけどそうするとあれですねまとめ資料の 42 ペー

ジの 

2:05:49 表が大ファンの 1 表は基本的な配置概要だから、大量放水車はここの海域に

はなってないっていうことですか。 

2:06:06 中国電力のフジモトです。その通りでありまして、この※1 の方で例えば大量

送水車の配置示しております。この大量送水ヤマダに貯水槽で使う大量送水

車を示しておりまして、または第 2 第 3 に置くことで示しておりますが、その大

量送水車今回 1 と 4 に全部分散しておくっていうところはこの表のほうでは示

しております。 



2:06:26 以上です。 

2:06:28 今後そういうこととか、示してない。 

2:06:32 音声ないってことを、 

2:06:34 大間両方随所のことはどこに示して、 

2:06:42 まだ評価のまとめ資料側には入れ込んでないっていうねすいません、中国電

力のモリモトでちょっと補足しますと、42 ページの下の 

2:06:53 ※2 に海水取水場所で使用するというところで大型送水ポンプサトウてちょっ

と等で食っちゃうっていうところでわからなくなっちゃってるんで、Ａ等々もその

辺を整理してお示ししたいと思います。以上です。その他で、 

2:07:11 ちょっと確認になるんですけど、今回大量送水車を使った海水の注水っていう

ことで、まず 8.5 メーターの所ＥＬ8.5 メーターのところで改正を取水をして、そこ

で 1 台大量送水車を使って、 

2:07:29 もう 1 台は 15 メーターサーバーのところの接続のところで、もう一度使って抽

選するっていうことと理解をしてるんですけど、結構こん時に使用するルートの

設備としては大量送水車 2 台が必要になっていて、 

2:07:48 これから 1Ｚ当たり 2 台っていうふうな考え方をとっているので、その今のカメ

ラごとの例えば 1 から 4 まで、それぞれ 1 台ずつてその 1 セット 2 台をどこで

持たせてるかっていうと、それは、 

2:08:06 例えば第 1 と第 2 がペアで大学大学やでとかっていうような形で 1 セット当た

り 2 台を考えているのかちょっとそのあたりを説明してもらえますか。 

2:08:23 中国電力の田中です。まず 1 セットという考えというよりは、使用する場所ごと

にですね、可搬型設備の方を台数を設定しております。まとめ資料の通し番号

の 43 ページをご覧ください。 

2:08:39 まずこの表のですね上から 2 番目の可搬型代替注水ポンプカッコ大量送水

車、こちらの方がですね、 

2:08:48 15 メートル盤で使用するとか対等送水車になります。 

2:08:56 まとめ資料の 44 ページをご覧ください。こちらの方の上から 3 番目の大量送

水車、こちらの方がですね 8.5 メートル盤で使用する海水を取水する際に使用

する大量送水車になります。 

2:09:13 以上です。 

2:09:15 規制庁からＷＡＣっているんでちょっと相当少ないと思う 43 と 44 のところそれ

ぞれなんか使用する高さでその設備分けてるんであればその高さもちょっと情

報として多分書いてた方は、 

2:09:33 いいと思いますし、 

2:09:36 それから、 



2:09:38 だから以前ちょっと 43 ページの表 15 メーターの接続孔のところで使うのは、

これはだから 1 セット当たり 1 台っていう考え方で、 

2:09:49 それは、 

2:09:52 でもにＮＮＩＳＡ第 2 第 3 弾 4 に、 

2:09:59 運営を第 3 台、第 2 第 3 第 4 にそれぞれ 1 台ずつて、 

2:10:07 どれかが予備ということで、4 年とそれから稼動どういう振り分けになってるん

でしょうか。 

2:10:16 中国電力の田中です。まず人まとめ資料 43 ページの 15ｍ盤で使用する大量

送水車ですが、第 2 第 3 保管エリアにそれぞれ設置してる 1 台ずつがＮ設備

となりまして、第 4 保管エリアに設置しております 1 台がＡＬＰＨＡ設備となりま

す。 

2:10:36 続きましてまとめ資料 44 ページの大量送水車の方ですが、こちらのほうは第

1 保管エリアと第 4、第 4 保管エリア、こちらのほうの 1 台ずつがまずＮ設備と

なっておりまして、第 4 保管エリアに 2 台等配置するようにしておりますが、残

りの 1 台がＡＬＰＨＡ設備、 

2:10:55 となっております。このＡＬＰＨＡ設備につきましては、第 4 

2:11:01 先ほどのまとめ資料 43 ページの大量送水車と併発兼用するものになっており

ます。 

2:11:08 以上になります。 

2:11:11 規制庁のカドヤ良好に諮問シート 

2:11:16 なんかあれですね同じ大量見た目同じ大量送水車ですけど、 

2:11:21 なんか管理がすごく難しいなっている中で印象なんですけど。 

2:11:29 これそうするとあれですか、第 1 から第 4 までマキモデルなりましたけど、それ

ぞれの保管場所で必ず 1 台は必要で、予備機が 

2:11:41 第 4 保管エリアに 

2:11:44 1 台あって合計 5 台、そういうことですね。 

2:11:49 Ｌｏｏｋ 

2:11:52 応募、 

2:11:55 なるほどの本報告。 

2:12:02 全厚すいません中国電力のオオタニですけど、はい。今のカドヤさんおっしゃ

ったり通り 

2:12:09 そういう考えという考え方で整理をしてますので、今まだちょっとわかりにくいと

いったご指摘だと思い 

2:12:18 来の 3－1 表、まとめ資料の 42 ページの 3－1 表から以降の作業創始者含め

た高さ関係と記載の整合性っていうかそういうこと。 



2:12:30 含めて、ちょっとわかりやすく、ここは記載させていただきます。以上です。は

い、ここまでちょっと工夫をしていただければ。 

2:12:39 思います。 

2:12:42 ちょっとその関係で 0 になるんですけど、68 ページのところで、10 は 

2:12:51 今回の訓練実績っていうのが、 

2:12:56 ですよ。 

2:13:01 今回の訓練実績の下のところで海を水源とした大量送水車による送水ってい

うから、 

2:13:09 これはどころは．5 メーターでの 

2:13:13 作業のことを言っていて、その下から 2 行目の大量送水車による大量送水車

への放水というのは、これを 15 メーターのことを、 

2:13:26 言っているっていう理解でまずいいですか。 

2:13:33 中国電力の田中です。まずタイムチャートのほうの上側の大量送水車による

大量送水車の送水ちょっと書き方が確かにわかりにくいんですけれども、こち

らが第 4 保管エリアの大量送水車を使用しておりまして、こちらの大量送水車

が、 

2:13:49 海から取水をする大量送水車となります。これが直接それから下の方のです

ね運用水源としては大量送水車二相水位というのがですね、これが 15 メート

ル盤で使用する大量送水車になっておりまして、こちらのほうは第 3 保管エリ

アに配備しておりますので、 

2:14:07 そちらを記載しております。以上になります。 

2:14:11 内とかでねＥＢはわかりましたけどやっぱわかりにくいですねこの労働ことや

何か今私理解を逆にしてたので、保管場所が何か食い違いがないかなってい

うのを確認してると思ったんですけど。 

2:14:26 上の方が海から海のほうは 8 メーター番目ですね、下が 15 メーターということ

で、Ｒｉｃｏｕ－Ｅ5ｃもしと。 

2:14:37 サトウことですね。 

2:14:47 少々お待ちください。 

2:16:34 規制庁のカドヤです。ちょっとなんか 68 ページのところなんですけどまず確認

ですけど、日本 4 段あって上の 2 段が従来の話で、下の 2 段が今回の訓練

実績っていうことだと思うんですけど、まずその従来のほうの一番上のところ

は、 

2:16:52 大型送水ポンプ車による大量送水車への送水ってなっていて、これは大型送

水ポンプ車を使ってるから 8 メーター盤の海のところからなのかなと思いき

や、次の上から 2 段目のところでも、また大型送水ポンプ車による送水。 



2:17:09 いうのが書かれているんですけど、これはタイトルが間違っているだけです

か。 

2:17:21 中国電力の田中です。ＳＴＡＲ大変失礼しました。こここちらにつきましてはそこ

を記載したいということで下の段につきましては、大量送水車による送水という

のが正しい名称になります。 

2:17:33 いや、次回修正いたしますすいませんでした。 

2:17:36 ありますはい、規制庁課では了解しましたで、ちょっとですねやはり今手順の

項目が余りにもちょっとわかりにくくてですね、どっちが海海から海から吸い上

げてるままでいうと上の段が 8 メーターで下が 15 メーターで、 

2:17:56 いうことと理解をしたんですけど、もう少しここの辺り、或いはかねだから、停電

の名称自体がこうなっちゃっているんだとすると手順の名称もわかりにくくなっ

ちゃってるのかなという気がしてるんですね。 

2:18:11 そこは何か今回大量送水車をある意味直列につないでやることになったの

で、その手順名称がもしこうなってしまっているんだったらそこも含めて考え直

したほうがいいんじゃないかなという気がしています。 

2:18:27 はい。中国電力のモリモトです。おっしゃられる通り大手 10 名称の離席能力

の 1．13 がわかること手順項目持ってきてまして、同じ名前になってますの

で、今ご指摘いただいたところを反映してわかりやすいように記載を 

2:18:43 イ．13 がもう変更したいと思います。以上です。 

2:18:47 はい、わかりました。 

2:19:16 規制庁の義崎ですけど、今のカドヤのところの同じところなんですけども、67

ページのところの下のポツの方。 

2:19:29 ここで大量送水車 2 台でその水中ポンプの羊蹄が不足し、海水取水できなく

なる恐れがあるため、ホースの一部を水管理に変更して、ポンプの吸引力を

有することで確保するとあるんですけど。 

2:19:45 これは何ですか、汚水管の機能っていうのはどういった機能なのかっていう

と、そのホースを敷設するのと、この水管を敷設するのと、手間はそんなにか

かんないのかっていうと、 

2:19:58 これはどこに保管されるのかっていうのを説明してもらえますかね。 

2:20:06 中国電力の田中です。まず水管と先ほど言われました川内と商品名としまして

は休館というものになります。こちらにつきましては従来流量として使っており

ました平方ホースとは違いまして、 

2:20:23 ある程度その流量を自然に確保できるの丸型のですね、形状留めたような搭

載物になっております。ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの 69 ページをご覧ください。 

2:20:36 こちらの上の段の真ん中の写真になるんですけれども、ちょっと平面に置いた

状態なのでわかりにくいんですけれどもこういった円筒状のですね 



2:20:47 ものとなりましてそちらから先に延びてる黄色の平方ホースにつきましてはぺ

っちゃんこになってるようなですね状態の形状になっておりますが、9 階につき

ましては、通常状態から丸型を維持しているものになります。 

2:21:01 この度大量送水車を使用する際に、例えば引き波時でですね海水面が低下し

た場合に伝えよう送水車の水中ポンプだけでは羊蹄が確保できないことから、

ＴＨＡＩの送水車側のですね送水ポンプを併用します。 

2:21:19 こちらの送水ポンプ自体はですね真空引きをするものになるんですけれども、

ここの流路として枚方放送を使用してしまいますと、枚田工数がですね 9 月に

なりましてちゃんとなる状態になりますので流量が確保できないといったところ

がありましたので、 

2:21:37 今回ですね負圧性がある耐負圧性があるですね休館をその区間用いること

で、羊蹄を確保する手順に変更しております。 

2:21:47 以上となります。 

2:21:49 すいません、ちょっともう一つですね、すみませんでした。保管場所につきまし

ては急患の保管場所は大量送水車にですね車載しております。ですので、保

管場所としましては大量送水車の保管場所とどういった同一の場所になりま

す。 

2:22:09 それから、もうちょっともう 1 点ですねホースの敷設の手間になるんですけれ

ども、平方コースにつきましてはある程度可撓性がありまして重量的にもです

ね急患よりは軽いということで、若干平方ホースの方が 

2:22:25 敷設性は高いと。ただ 9 階につきましてもそれほど長さを敷設するものではあ

りませんので、十分と作業時間内には対応できるものとなっております。以上

になります。 

2:22:40 静聴日赤です。大分わかってきました。手順上に支障がないってことは何か一

言言って欲しいなっていうのと、休館ですか。休館日。 

2:22:55 これ写真で見てもよくわかんないんだけど、真空に行けば、そこから引けるっ

てことですね。なんか一言何か。 

2:23:05 何とかができる休館に変更しなんか掃気機能少し言って欲しいなっていうの

と、 

2:23:11 これがないというという格好できないからつけるってことですよね。 

2:23:16 これでもしとそれと、 

2:23:18 68 ページのこのフローチャートなんですけど、ここでもさっき数えたんですけ

ど、 

2:23:26 何ですかね変更前と変更後で、その時間が短くなっているのは、配置が変わ

ったのかなのか、その今の 

2:23:34 コースが休館になってるかなのか、なんかよくわかんなくて、時間の配分も、 



2:23:41 何が影響して短くなったかっていうのをちょっと説明してもらえますかね。 

2:23:47 今わかるわかる。 

2:23:51 はい、中国電力の田中でございます。まず時間の短縮に関してはですねパワ

ーポイントの 67 ページ、こちらの真ん中の辺りのですね、上の黒ポツになるん

ですけれども、 

2:24:06 従来の海水取水用で使用しておりました大型送水ポンプ車につきましては、

階層注水する際のですね水中ポンプがですね、大体 130 キロぐらいのものを

使用しておりまして、こちらをですね運搬設置する作業にかなり時間を要して

おりました。 

2:24:22 今回ですね対応送水ポンプ車を使用することで、水中ポンプへ大量送水車の

水中ポンプにつきましては、これよりもかなり軽くてですね、20 数キロぐらいの

もので運搬等はですね要員できると。 

2:24:37 いったところがですね大きな作業改善作業時間短縮のポイントになります。 

2:24:45 以上になります。 

2:25:01 規制庁日赤ですけどそうすると下の今回の反映 5 のやつは、これは同じ人数

でやってて、時間が少し違うのはこれは何が違うんでしょうか。 

2:25:18 中国電力の田中でございます。まず時間が違う、大きなところとしましては映

像車の配置作業、それから水中ポンプの設置作業、こういったところがですね

大きな時間短縮のポイントとなっております。 

2:25:36 以上になります。 

2:25:56 聞いてる日赤ですけど、一番下のところは送水し終わっ大量送水車の配置 7

分になってるんですけど、令和、 

2:26:07 第 3 保管エリアから力ということですかね。 

2:26:17 中国電力の田中でございます。 

2:26:20 下の段の大量送水車の配置時間ですけれども、第 3 保管エリアから車移動で

15 メーターバーに移動しますので時間が短いといったところになっておりま

す。以上なります。 

2:26:39 ちょっとんなんだ。 

2:26:42 変更前と変更後に備考に少し、何が影響して短くなったかっていうのを記載し

ていただきたいんですけど、よろしいですか。 

2:26:52 中国電力の田中でございます。現在のタイムチャートでは、作業がかなり大き

くくくっておりましてわかりにくくなっておりますので備考欄のほうにそういった

短縮の作業内容を記載して適さ適正化を図りたいと思います。以上になりま

す。 

2:27:10 はい。優勢から以上です。 



2:27:24 規制庁のテルイです。すいません 1 点だけ確認なんですけど 69 ページで今

回ある 19 でございます。 

2:27:35 71 ページで、今回その手順を従来のものを、 

2:27:42 自主に変えて今回のＳＡ手順に変更するってあるんですけど。 

2:27:51 これ下、海水を利用した原子炉注水だけ。 

2:27:57 でいいですよね。他の大型送水ポンプ車って他例えば代替補機冷の手順とか

あると思うんですけど、炉注のところだけ、大量送水車 2 個っていうことでいい

ですか。 

2:28:17 中国電力の田中でございます。 

2:28:20 押されてる運用水源とした現象等への注水へと、こういったところの手順に関

して制定順として変更しておりまして、 

2:28:29 例えば 

2:28:31 代替補機冷のようなですねそういった手順につきましては従来通り大型送水

ポンプ車を使用した手順をＳＡ手順としております。以上になりますといって、

だから言った代替補機では大型送水ポンプ車のままですね炉注以外はなか

なか、例えばスプレイとか、 

2:28:50 ＣＶスプレイとか或いはＳＦＰとかあると思うんですけどその辺は、 

2:28:56 中部電力の田中でございます。あと燃料プール等のですね注水とウェル中と

かですねそういったところにつきましても、 

2:29:06 ＮＮ値はＪＩＳでございます。失礼いたしました。そういったところですね他のＳＡ

等従来大型送水ポンプ車を使っておりまして制定につきましても、接続を使っ

たですね注水手順等につきましてはＳＡ手順で大量送水車を使う。 

2:29:23 と手順に変更しておりますので、いざなります。 

2:29:26 配員 

2:29:30 規制庁のためです。 

2:29:33 ちょっと変えるもの買えないものをきちっと整形正確に示して欲しくて、 

2:29:39 今のままだと何々が変わるかって、原子炉等の中小やわかりますけど、それ

以外が変わってるのかっていうのがよくわかんないので、それから使えるもの

はちゃんとこれを変えますと、明示をしてください。 

2:29:57 予算、中国電力のモリモトです。変えるのは炉注とスプレイとＳＦＰなのでそこ

のそこの辺りはちょっと明記したいと思います。以上です。はい。よろしく私から

言われます。 

2:30:46 規制庁のカドヤです続いてＮｏ.51ｇなんですけど、72 ページのところで、 



2:30:56 今日乳井夕方っていうかここのヒアリングの後に監視測定の今週木曜日の審

査会合の絡みのヒアリングがあると思うんですけど、ちょっとそこでコメントしよ

うかなと思っていたんですけど、こういう 

2:31:12 今ここで書いていただいているのは、警戒レベル 5 相当テーマ 3 時間雨量 48

時間雨量っていうのでの海水注水の切り換え判断とか行いますってあるんで

すけど、結局これって 

2:31:29 土石流の発生が懸念されて作業とかができなくなるかもしれないからとかって

いうところからこそ、結局可搬式のモニタリングポストを設置しに行くのとも多

分共通する判断基準になって、 

2:31:44 いると理解をしていてですね、しかもなんか県境のヒロイのところの警戒レベ

ル 55 とか 4 とか、なんか感確かしか気象観測装置の機能喪失を考えたとき

には警戒レベル 40 とかっていうふうに、 

2:32:00 なってたと思うんですけど。 

2:32:02 そうなったときには例えば気象観測装置の機能喪失してたら、やっぱりそれは

警戒レベル 4 なのか 5 なのかで、海水注水に切り換え判断する必要があった

りするのかとかですね、何か役所それぞれ説明されていることがあるんですけ

ど。 

2:32:20 うちですね 

2:32:22 この保管施設側でその辺りを整理してしっかり説明するのか、今回なんかある

程度Ｍ審査会合でどこまで説明して、ｆｌｏｗ他のこの判断基準の整理は保管ず

ばりちゃんとやりますとかですね。 

2:32:40 少し中でもどういう説明をするのかっていうのを整理していただいた方がいい

と思うんですけど、その辺りどのように考えてますか。 

2:32:52 はい。中国電力のオオタニです。監視測定の説明といたしましては、あくまでも

機能喪失した場合の設置の考え方に多分ご説明させていただくことになろうか

と思ってます。今の保管アクセスの整理の中では、雨量計は、 

2:33:10 この生きてる状態を考慮いたしまして、過去の実績で、準備段階、それと今定

量的に示せる数値があるのが、 

2:33:21 気象庁から公表されてます緊急警戒レベル 5 相当の数値になります。それを

1／設定してございまして、実際はパワーポイントの 73 ページに書いてござい

ますように、対応決定にあたっての流れと、 

2:33:37 いう形で書いてごろ末には降雨等、警戒レベル、これが発言された場合に、い

ずれかの判断基準で定量的に 

2:33:46 判断していくという形になってございます。実際その考慮が確認できなけれ

ば、境界が公表されてる警戒レベルで設定していくっていうことで、準備段階で

あれば、警戒レベル 3、 



2:34:01 実施段階であれば警戒レベル 4 っていうような考え方は持ってございます。以

上です。 

2:34:07 Ｋ町カドヤです。今まさに口頭でご説明いただいたような話っていうのが、例え

ば 73 ページの表からは読めないのかなと思っていてですね、 

2:34:22 気象観測装置Ｇの 

2:34:25 をどうするかっていう判断基準としてはそれは多分今回説明いただく時も、 

2:34:31 一方で原子炉注水海水注水切替判断っていうのにも、今おっしゃられた通り、

考慮されているのであれば、そこもまとめて説明していただいたほうがいいで

すし、あと、 

2:34:46 この判断基準のその妥当性みたいな議論っていうのは、 

2:34:50 どっち例やります。監視測定側では何か今の流れだと監視測定側ではあくま

で判断基準を小分けする側でっていう整理なのかなと理解をしているんですけ

ど。 

2:35:05 何かその辺りを明確にしていただいた方がいいかなと思うんですけどいかが

ですか。 

2:35:15 はい。中国電力のオオタニです。会則制度はあくまでも機能喪失した場合にど

うするかっていう設定値を書かせていただいてるかと思いますので、その妥当

性含めては、こちらの今、パワーポイントの 

2:35:29 7273 の中で議論させていただければと考えてます。以上です。 

2:35:35 傾聴の稼働データ整理は了解をしました。 

2:35:39 はい 

2:35:43 命令船、 

2:35:46 これちょっとまとめ資料側の記載がまだ強く読み込めてなくって、ちょっとこん

な質問で申し訳ないんですけど、今の警戒レベル 5 相当の雨量の話っていう

ところは、まとめ資料でちょっとどう説明をされていると、ちょっと 

2:36:05 説明してもらえますか。 

2:36:10 はい。中国電力のマキてつえとをまとめ資料の中では、通し番号の 574 ペー

ジに記載してございます。 

2:36:21 こちらをパワーポイントの中に記載しております内容と同じ内容を記載してい

るんですが、／のまとめ資料の中にも気象庁による大雨特別警報の発表支所

の一つである 3 時間雨量 48 時間雨量、具体的には松井市において 3 時間

雨量 8、150 ミリ。 

2:36:39 48 時間雨量は 346 ミリを実施段階の判断基準として設けるということを記載し

てございます。以上です。 

2:36:57 規制庁のカドヤです。とりあえず説明はわかりました。 



2:37:03 はい。私からは以上です。 

2:37:12 規制庁のハットリです。他に設Ａ確認する点ありましたらお願いします。 

2:37:23 それでは私の方から規制庁のハットリです。 

2:37:28 それでは私のほうから何点か 

2:37:31 事実確認だけさせていただきます。 

2:37:39 パワーポイント資料の 53 ページをお願いします。 

2:37:44 山と埋戻部の境界部については、側面に建物がある断面のみと理解してよろ

しいでしょうかどうぞ。 

2:38:00 はい。中国電力のヨシモトです。ハットリさんのご理解の通りでございます。 

2:38:05 以上です。 

2:38:08 規制庁のハットリです。わかりました。 

2:38:15 引き続き規制庁のハットリです。引き続きまして、57 ページをお願いします。 

2:38:25 上から二つ目のポツのところで、 

2:38:29 岩盤と埋め戻しの土嚢境界部の傾斜は最大Ａ一体 0.7 程度であり、それであ

ればユリ込みによる傾斜が最大 5％程度のためと書いてありますが、 

2:38:45 なぜ岩盤の傾斜が一体でなのだと、道路の勾配が 5％程度に落ち着くのか、

これについて説明してください。どうぞ。 

2:39:01 はい。中国電力のヨシモトです。 

2:39:05 ｋＡさというのは、埋戻度の沈下によって起こるものでして、この岩盤の差異だ

けじゃいっぱい 0 点などを示している部分で、それぞれの取り戻せるの層圧に

対して沈下率 3.5％を適用した結果、 

2:39:22 競争の埋戻部の形状が 5％程度に落ち着いたという結果になっております。

以上です。 

2:39:29 規制 

2:39:30 規制庁のハットリです。ただいまの説明についてはまとめ資料のほうにその旨

記載がありますでしょうか。どうぞ。 

2:39:47 はい、中国電力のヨシモトです。まとめ資料 2 をパワーポイントと同様の記載

となっておりますので、そこら辺説明を拡充して、次回ご説明させていただきた

いと思います。以上です。はい。規制庁のハットリです。（10）の方をお願いしま

す。 

2:40:02 引き続きまして 3、三つ目のポツも同じような確認ですけれども、 

2:40:07 地表面の高低差が 2 メートル、岩盤面の高低差が 1 メートルだと、要するに見

込み沈下による傾斜は十分に小さいという記載になっていますが、なぜこのよ

うな高低差だと傾斜が小さいと判断したのか説明してください。 

2:40:31 中国電力のヨシモトです。 



2:40:35 区間Ａｃに関しては土地必需ぶらぶらへと合意できてませんので、定量的な説

明ができておりませんが、基本的に地で、地点の岩盤面の標高と、 

2:40:49 押し付けの岩盤面の標高は、高低差が 1ｍ程度で、1．からｃ地点にいる中に

計算しているというふうに考えては通ります、ベント直後の 59 ページでご説明

している通り、 

2:41:07 それと最新Ａとですね、想定を上回るような段差、傾斜、こういうものが発生し

た場合においては、人力での 

2:41:18 Ｚ返送運搬というのも可能でありますので、その辺も踏まえて、こういうふうな

記載とさせていただいております。以上です。はい。すいません中国電力のヨ

シツグでございます。少しだけ補足をさせていただきます。 

2:41:32 Ａｃ間につきましては、右上の方の 57 ページの方を右上のほうに平面図に載

せておりますけれども、 

2:41:42 ＮＥからＢからＣということで南北方向に一部通るようになっております。 

2:41:48 最終的なこの間のところが 90 メーターございましてＣ間でのホームに岩盤が

大きく違っていないということは延長考えますとそんなに大きな沈下ありてこな

いというふうに考えておりますので、 

2:42:03 その辺りの傾斜が十分小さいという根拠をここも拡充させていただきたいと思

います。以上です。 

2:42:10 規制庁のハットリです。1 点確認ですけど、このＡ地点から新知見の間のく日

白抜きのところは、今後 

2:42:24 埋戻し度や岩盤の絵が入るんでしょうかそれともこのままなんでしょうかどう

ぞ。 

2:42:29 議案が入ってございます。はい。中国電力のヨシツグでございます。こちらにつ

いては、地域させていただきたいと思います以上です。 

2:42:38 規制庁のハットリです。わかりました。それで、先ほどの説明というのは、 

2:42:45 岩盤が、Ａの勾配があまりなければなくて、地表面の勾配があまりなければ、 

2:42:54 揺すり込み沈下によって均等に下がるので、段差とか傾斜は生じないというこ

とで、という説明だったということでよろしいでしょうかどうぞ。 

2:43:10 はい。中国電力のヨシツグでございます。おっしゃられる通りで岩盤からの埋

戻しの層厚が沈下量に変化の影響していると考えております。勾配につきまし

ては、地表付近が同様の同レベルであれば岩盤の傾斜が 

2:43:30 出てくると考えておりますので、ハットリさんのご理解の通りでございます。以

上です。 

2:43:36 規制庁のハットリです。ということはメモの資料の厚さにかかわらず、そういう

ような評価になるということでよろしいでしょうか。どうぞ。 



2:43:47 はい。中国電力のヨシツグでございます。今おっしゃられた通り、埋戻の厚さに

は関係なく、傾斜という意味では下の岩盤の傾斜が影響が出てくると考えてお

ります。ただ 

2:44:03 構造物等がある場合には段差という観点が入ってくる場合には号炉指導の層

厚が関係してくるというふうに考えております。以上です。 

2:44:12 はい。規制庁のハットリです。わかりました。ただいまの説明をですね 

2:44:19 先ほどの説明があった通り、もう少し拡充して記載していただければ結構だと

思います。 

2:44:26 引き続きまして 63 ページをお願いします。 

2:44:31 単なる事実確認なんですけれども、ここのフローチャートの一番左側の赤い点

線の中の一番上の①。 

2:44:43 ロック 66ｋＶＶの 

2:44:48 カシマ線Ｎｏ.2－1。 

2:44:51 鉄塔については、 

2:44:57 鉄塔倒壊時に倒壊範囲がアクセスルート上にあるかという判定Ｙｅｓになって

いますが、 

2:45:04 前のページの 62 ページのを見ると、 

2:45:11 アクセスルートがないようにも見えるんですが、 

2:45:15 ここにに記載が行っている根拠をちょっと説明してください。どうぞ。 

2:45:25 はい。中国電力の清水です。こちらの赤枠で囲ってます。名称につきましては

順番に数字の順番で記載させていただいてるんですが、先ほど少し説明させ

ていただきました、ｆｌｏｗ 

2:45:43 フローなんですが、まずそもそもが、鉄塔が取れたらアクセスルートに到達す

るかっていうのがまず 1 で評価してあります。 

2:45:54 そうでない場合は、右側のＮｏに行きまして、それでもその鉄塔が倒壊したら、

ちょっと送電線自体がアクセスルートに影響があるかということで、Ｎｏ.1 の 

2:46:11 鉄塔がすいません。①のですね、66ｋＶカシマ地点ナンバー1 の鉄塔が耐震評

価の枠内に入ってきてるということです。以上です。 

2:46:25 規制庁のハットリです。ちょっと感聞き方を変えますね。 

2:46:32 62 ページの左側の図。 

2:46:36 に鉄塔の周りに茶色い赤い丸が書いてあるんですが、この範囲の中にアクセ

スルートがあるかないかで、63 ページの菱形の位置というのは判定していると

いうわけではないんでしょうかどうぞ。 

2:46:54 いけば、はい。中国電力の清水です。この赤マルがですね、アクセスルートに

到達してる場合は、1 でええと判定してるということになります。 



2:47:10 そうすると、①の鉄塔については、丸の中にアクセスルートがないようにも見え

ますけれども、この①の鉄塔が左側 

2:47:26 左側のルートに行っているという理由は何でしょうかどうぞ。 

2:47:32 令和 66①の 66 キロカシマ線Ｎｏ.1 の鉄塔がアクセスルート側に倒壊しました

ら、送電線自体が 

2:47:48 左斜め下におりたところのアクセスルートにかかる恐れがあるということで、 

2:47:55 こちらの方に選定してあります。 

2:48:01 規制庁のハットリです。わかりました。そうすると、63 ページのフローチャート

の一番し方というのは、鉄塔自体が倒壊範囲にあるだけではなくて、送電線も

含めて、アクセスルート上にあるかどうかを判定しているという理解でよろしい

でしょうかどうぞ。 

2:48:23 はい。中国電力の清水です。確かに鉄塔 

2:48:29 倒壊で送電線もアクセスルートに影響は与えるんですが、そもそもこの選定フ

ロー自体が倒壊するかどうかっていうところでまず選定をしております。一番に

ついては選定しております。 

2:48:49 規制庁のハットリです。わかりました。すいません私のルート図の見方がよくな

かったんですね。日一番のひし形のところは右のＮｏに行っていて、グルグル

っとめぐり回って左に来るということでよろしいでしょうかどうぞ。 

2:49:06 はい。その通りでございます。 

2:49:09 規制庁のハットリです。わかりました。大変失礼をいたしますが、 

2:49:14 それは 63 ページの方をお願いします。 

2:49:19 ちょっと 2 ボツのところの一つ目のポツで、血糖滑落評価という記載がありま

すが、この血糖滑落評価というのはどのような評価になりますでしょうか。どう

ぞ。 

2:49:34 はい。中国電力のシミズでございます。まとめ資料の別紙 40、当時時できます

と、588 ページからになります。 

2:49:47 滑落評価につきましては、の記載につきましては、 

2:49:55 すいません。603 ページです。 

2:50:02 こちら側の 66ｋＶカシマ線のＮｏ.3 鉄塔の写真でございます。斜面上に 

2:50:14 設置されてるということで、こちらのＮｏ.3 鉄塔の前後景観 

2:50:24 こちらが 1 号の開閉所等、先ほどお話のありました 

2:50:31 Ｎｏ.2 への 1 鉄塔になるんですが、こちらでＮｏ.3 の鉄塔が仮に倒壊した場合

ということで評価をしております。ただ東海も評価前提条件がありまして記載

の通り、 



2:50:50 鉄塔倒壊前に送電線は断線しないと、鉄塔倒壊時に周辺の淘汰物との接触

の影響により一層の送電線が断線する鉄塔最下部から前置倒壊する当日合

理Ａと重畳は考えないと。 

2:51:08 いうことで評価方法としましては、送電線の張力を確認いたします。あと送電

線の張力とか、金物等の引っ張り荷重が鉄塔滑落時の許容応力を満足してい

ることを確認すると。 

2:51:27 あと送電線聴力さ、鉄塔設置場所、構外及び東電実線、 

2:51:33 送電線の自重を考慮して、滑落距離及び滑落方向から影響範囲を確認すると

いう。 

2:51:41 いうことで今後の 

2:51:45 設工認で説明していきたいというふうに考えております。 

2:51:50 はい、規制庁の発表です。 

2:51:53 はい、規制庁のハットリです。その説明は理解をいたしました。そうしますと、

先ほどのＰａｒｔ 

2:52:03 栄一のところで説明があった。 

2:52:08 血糖についても、 

2:52:12 資料斜面上に、 

2:52:15 あるということで、ちょっとページを今探してますけど、断面図が三つあったと

思うんですが、それは対象にならないんでしょうかどうぞ。 

2:52:27 はい。 

2:52:31 今言われた鉄塔は、 

2:52:38 66ｋＶカシマ線ナンバー1 の鉄塔等、220 のナンバー2 の鉄塔通信用無線鉄塔

のことでしょうか。 

2:52:48 規制庁の発表です。ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ51 ページにある通信用無線鉄塔等、220ｋＶ

の第 2 カシマ原子力艦船第 2 鉄塔の事を聞いています。どうぞ。 

2:53:05 はい。中国電力のシミズでございます。こちらにつきましては倒壊により、アク

セスルートに影響を与えますので、耐震性評価等も鉄塔を通さないというよう

な形で考えております。以上です。 

2:53:22 そうすると、耐震評価をしたものについては滑落評価を行わないということ等、 

2:53:32 であれば、 

2:53:34 663、63 ページのところにも①にカシマ施栓の違うのか、№3。 

2:53:48 すいませんのＮｏ.です。真ん中。 

2:53:52 そうすると、 

2:53:54 ②鉄塔②については、耐震性評価を行わないので滑落評価をやる。 

2:54:02 ということなんです。 



2:54:04 ですね。 

2:54:06 はい。直接アクセスルートには影響を与えないと考えてまして、ただし、滑落影

響を評価を行って、アクセスルートへの影響範囲を考えまして仮に倒壊した場

合には、連絡通路要員が渡れるように、 

2:54:26 ボックスカルバート等の対策を実施するということで整理しております。 

2:54:32 以上です。 

2:54:33 規制庁のハットリです。そうすると 63 ページの青枠の設備対策のところは、そ

の下に滑落評価血糖滑落評価。 

2:54:45 というものが本来来るということでよろしいでしょうかどうぞ。 

2:54:54 はい。中国電力の清水です。はい。 

2:54:57 この対策を行うために、滑落評価を行うということです。以上です。 

2:55:08 この図の 3 のフローのところに滑落評価との関係性を反映することはできます

でしょうか。どうぞ。 

2:55:21 はい。 

2:55:22 中国電力のシミズです。滑落評価がわかるように、このフローの中、整合とっ

ていきたいと考えます。以上です。はい。規制庁のハットリです。わかりまし

た。それで、その他の 64 ページの一番下なんですけれども、 

2:55:39 500ｋＶＯの鉄塔については、影響評価から、 

2:55:44 の対象から除外すると書いてあるんですが、 

2:55:48 この除外する理由の中で、 

2:55:57 どこに書いてあったかちょっと。 

2:55:59 今ど忘れちゃったんですけれども、62 ページ。 

2:56:04 の右側の図を見ると、 

2:56:06 確かに影響範囲から外れてると思うんですが、 

2:56:13 倒壊範囲の中に斜面がある。 

2:56:17 と思うので、これは滑落、転倒すると滑落すると考えるんですが、評価対象外

になっているという理由を説明してください。どうぞ。 

2:56:32 はい。中国電力の清水です。こちらにつきましては、 

2:56:38 アクセスルートからかなりも距離があるということで、影響がないということで判

断しております。 

2:56:51 えとそちらにつきましては、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの中にも記載してますし、64 ページ

の表 1 の選定結果の表の備考欄にも記載しております。 

2:57:04 以上です。 

2:57:06 なので距離があるということは、定例 

2:57:11 定性的に距離があると言っているという理解で 



2:57:16 滑落したときの影響というのはないというふうな判断だということでよろしいでし

ょうかどうぞ。 

2:57:25 はい。定性的に距離があるという判断をしております。以上です。 

2:57:41 規制庁のハットリです。ワーカーに言いました確かに距離があるようには見え

るんですが、周りも斜面だらけなので 

2:57:51 例えば⑧、 

2:57:56 の鉄塔が北側に転倒した場合は、 

2:58:01 斜面を通じてＤＢＤＧの建屋のほうに行くようなことも考えられますので、 

2:58:11 とりあえず、 

2:58:13 すべてのその鉄塔について、その配置ダンパ状況わかる断面を記載してもら

うことはできますでしょうかどうぞ。 

2:58:28 はい、中国電力のシミズです。鉄塔のはい。断面図をつけるようにいたしま

す。以上です。規制庁のハットリです。それで、そこにアクセスルートを書いて 

2:58:45 距離関係がわかる距離関係がわかるような凡例もつけてもらって、判断がで

きるようなＩＡＥＡ済み図にしていただきたいと考えていますが、よろしいでしょう

かどうぞ。 

2:59:04 はい。地形がわかるような先ほどパワーポイントの 51 ページで示してるような

ずれ処理がわかるような形にしたいと思います。 

2:59:20 はい、シートがプレス。 

2:59:22 規制庁がハットリです。わかりました。よろしくお願いします。私からは以上で

す。 

2:59:30 他に確認する点ありますでしょうか。どうぞ。 

2:59:40 規制庁ハバサキです。すいませんまとめ資料のほうで 2 点ほど。 

2:59:45 確認というか、 

2:59:50 できたかと思います。先ほどの話も鉄塔の評価の 597 ページ、新しい基準の

ページ、 

3:00:00 基本的にこの鉄塔の評価は今回でき改めて女川を参考にしてると思いますの

で、今 597 ページのところに入力地震動だとか応答解析の話が出てますけど

も、基本的にはこれ評価で使う時基準地震動Ｓｓはすべての波を使うという理

解でよろしいですか。 

3:00:25 はい、中国電力のシミズでございます。地震の波につきましては、Ｓｓ－ＡとＤ

とＮ案の 2 羽で評価しております。その他の波につきましては、 

3:00:42 Ｓｓ－ＤＮＲに比べて鉄塔の一次固有周期付近で振幅が小さいため、評価例と

して、ＳｓＤとＮ案で評価を行ってます。以上です。しちゃうわけです。 

3:00:57 今の説明っていうのは、資料 9 ではどこに記載がありますか。 



3:01:06 はい。中国電力の清水です。今説明しました内容は工認段階で説明する内容

かと思いまして、 

3:01:19 今現状こちらのまとめ資料に 

3:01:23 記載してる内容は、概要を示してるということです。以上です。規制庁ハバサ

キです。ＲＩ今ご説明了解しました。ただ、女川の資料と横並びで見ると、女川

結果まで解析結果が出てるんですけどそれも必要はないんですけども。 

3:01:41 背景入力地震動の考え方、それは基準地震動をどう使うとか、あと鉄塔の基

礎したり、どういう入力を入れるとかですね、あとこれ女川で事故線量方向と、 

3:01:56 線路直交方向それと鉛直の組み合わせやってるんですけれども、 

3:02:00 島根でも同様と考えておいてよろしいんでしょうか。 

3:02:09 はい。中国電力の秦水です。 

3:02:13 今言われたの女川の評価なんですが、頭数そもそも島根の評価とは異なって

まして、女川につきましては例えば鉄塔の本体については弾塑性を考慮した

解析を実施してマーケット全体での 

3:02:29 残留変形がないというような評価をしてるんですが、島根につきましてはその

辺、応力の確認までを行っているので、記載自体はできますけど、評価自体は

ちょっと女川とは異なると。 

3:02:46 いうことになります規制庁合わせてさせたわけです了解です。今日の段階で結

果を出す必要はないんですけれども、検討条件、解析条件については、先ほ

ど入力の考え方がとかですね、けどやはり記載をしておいてもらったほうがい

いというふうに私は思います。 

3:03:06 ので、ちょっと特に 597 ページ前後ですね、ここの拡充を検討してもらいたいと

思いますがいかがでしょうか。 

3:03:17 はい。中国電力の清水です。こことこちらの 597 ページの項目につきまして、

記載の拡充を行っていきたいと思います。以上です。 

3:03:32 私はもうここではない。規制庁側だけすいません。ちょっともう最後の今日の説

明範囲内のところで 1 点確認したいことがあるんですが、建築の方はいらっし

ゃいますか。 

3:03:55 中国電力アビルです。おります。どうぞここ来ちゃうときに、建物の関係の評

価、耐震評価、 

3:04:06 等まとめ資料或いは比較表に持ってるんですけれども、お聞きしたいのは、一

番最後の資料、 

3:04:17 Ｈｉｇｈ53 号の比較表で、比較表自体は伊藤課長の儀礼志間でやられてるんで

すけど、この資料に関しては、 

3:04:29 女川と島根の比較をしてますので、例えばももう耐震評価の比較ですね、 

3:04:36 一番最後の資料、 



3:04:43 ＴＨＡＩ53 のヒロイ地点なんですけど、 

3:04:50 3 ページ、その辺の今お手元にあるそれに関してなんですけれども、要は今こ

こでまとめられているのは、免震建屋に対しての女川との比較をしてます。 

3:05:04 具体的には、その資料の 5 ページ目からも別添 1 のところですね、ここが御社

すいませんハバサキ 3 アビルです。ちょっと今資料を開いておりますので少々

お待ちください。 

3:06:06 これは、 

3:06:11 中国電力のアビルです。資料開きまして申し訳ありません。何ページになりま

すでしょうか。 

3:06:19 規制庁ができず 5 ページからな。 

3:06:23 免震建物の比較ということで、資料構成されてます。 

3:06:28 よろしいですか。 

3:06:32 どうぞ。それで、規制庁ノザキそれでお聞きしたいのは、5 ページの女川の分

類と別添 7 ってなってて、要はお名前のこの該当する資料っていうのは、別添

の 1 から 8 があって、名前以外は普通の建屋に関して、通常のですね。 

3:06:50 アクセスルート等に影響を周る建屋の評価を基準地震等と一次固有周期の関

係から求め日ケースバイしてですね、評価しているのがこのままも資料になり

ます。 

3:07:08 今この資料を見ると、この島根の資料見ると、その 1 から別添の 1 から 6 等 8

はＶ系免震のところだけを比較してされてるんですけれども、島根の方でも、 

3:07:23 女川と同様な許可段階でですけれども、評価をされているんでしょうか。 

3:07:39 中国電力のアビルです。島根の場合はですねこのアクセスルートの関係は免

震重要棟の対象なので、このような資料になっております。以上です。規制庁

規制ちゃうだけです。例えば緊対だとかですね 

3:07:57 その他の建屋というのは、この前の資料は多分③ご覧なってると思うんですけ

れども、同様な評価をしまでにするかどうかっていうことをちょっと聞きたいん

ですけども。 

3:08:30 中国電力のアビルです。すいません反応度遅れましてですね、他のものはで

すね他の条文で出すということにしておりますので、今回のアクセスルートに

関しては、免震重要棟だけというふうに整備しております。以上です。きちゃう

わけです。了解しましたそうすると。 

3:08:47 こっちするとの建物関係の耐震評価に関しては、今この資料であり、まとめ資

料の方にも同じように入ってますけども、これがすべてという理解でよろしいで

すか。 

3:09:00 中国電力アビルです。その通りです。以上です。了解しました。 

3:09:09 規制庁のハットリです。他に確認する点ありましたらお願いします。 



3:09:16 全体を通じてでも結構ですので、ありましたらお願いします。 

3:09:21 よろしい。 

3:09:25 思い込み規制庁日赤ですけど、先ほどのテルイの方からお話あったんですけ

ど、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔなり 1 ページで対応送水車 2 台を使ったときの海を水源とし

た手順なんですけど。 

3:09:41 他の手順への影響なんですけれども、炉注とスプレイとＳＦＰ以外にも、ほかに

もないかっていうことで、チェックしていただきたいんですが、よろしいですか

ね。 

3:09:56 はい。中国電力のモリモト図、チェックしてここの原子炉等っていうもの等をま

とめ明確化したいと思います。以上です。 

3:10:04 規制庁のＳｓ下部注水とかってのは影響あるんですか。 

3:10:09 中部電力の方にお尋ねの気泡接続孔までのトップ以降接続工のどこの弁をあ

けるかっていうところの違いはあるんですけど。 

3:10:20 この 

3:10:23 原子炉建物周辺まで持ってくるところというところがこのプレ注なり注なりスプ

レイなりというところは共通なので、 

3:10:32 ほぼ 1 だっていうところで影響はないというふうにいうところです。以上です。

規制庁の義崎です同時に使用するかというところで、そういう観点で確認して

いただければと思います。 

3:10:48 はい。中部電力のモリモトです。了解いたしました。 

3:10:52 あと、規制庁移籍する後、一番最後の 74 ページ、最後 2 番目が、 

3:10:58 74 ページで、大量送水車の 2Ｎのプラスアルファの変更後の台数ですかね。 

3:11:06 台帳限り第 2 保管エリアにそれぞれ書いてある 1 台 101 で 2 台、 

3:11:12 これがどれがｎかとかっていうのは、やっぱり先ほどからも言ったんですけどよ

くわかんなくて、まとめ資料のほうで言うと、 

3:11:22 43 ページ、1.0．2 の 34 ページが、 

3:11:28 ここでいうと、先ほど可搬型代替注水ポンプ括弧開業するおっしゃったんです

けど、その下に可搬型ストレーナとありましてですね、この可搬型ストレーナの

みたいにですね、これもうだからＮが 2 例。 

3:11:45 全部で 5 台で、第 2 保管エリアに 2 台、第 3 は 2 台。 

3:11:51 第 4 日ですごいわかりやすいのは明確になってるんですけれども、 

3:11:58 こういうふうになればいいなと思うんですけれども、そうでなかった場合に、ｎっ

てどうどれとどれがｎなのかっていうのがよくわからないんで、そこは 

3:12:09 改めて整理して説明していただきたいと思います。 

3:12:13 私からは以上です。 



3:12:15 はい、中部電力のモリモトです。了解いたしました。 

3:12:21 規制庁のハットリです。 

3:12:23 他に確認する点があればお願いします。 

3:12:31 規制庁のハットリです。内容ですので今日の振り返りをお願いしてよろしいでし

ょうかどうぞ。 

3:12:40 はい。中国電力のクロオカです。ちょっと準備しますので、少々お待ちくださ

い。 

3:13:57 規制庁のハットリです。もうちょっとこちら側から見て左、ＡＭそちら側から見て

右のほうに移動してもらってよろしいでしょうか。 

3:14:07 思うっていう、 

3:14:13 すごい 

3:14:14 本当だ。 

3:14:24 あ、どうでしょうか。 

3:14:26 規制庁のハットリです。見えますので説明をお願いします。どうぞ。 

3:14:34 中国電力のセイキです。前半の斜面の 

3:14:38 コメントから確認させていただきます。 

3:14:41 パワーポイントのページ 6 ページ、保管場所アクセスルートの斜面周辺斜面

及び敷地Ａ 

3:14:50 地点 3 名についてで延滞の総括表を説明すること、全体をといいますのが、

他学説地震津波側波及影響っていうところで記載しております。 

3:15:01 続きまして 6 ページ行き浄化地下水に検討方針を詳細に説明すること。 

3:15:09 6 ページ、設置許可基準規則との対応を説明すること。 

3:15:15 7 ページ、地すべり②を取り扱う理由を説明すること。 

3:15:21 7 ページ、 

3:15:24 岩盤斜面と森だ斜面の同時崩壊について説明すること。 

3:15:31 9 ページ。 

3:15:33 ③断面を、表と図を整合し説明すること。 

3:15:39 18 ページ、滑り面の設定方法について説明すること。 

3:15:45 ⑫⑬⑭断面、 

3:15:49 こちら 0Ｑ岩盤、また、シームを切る滑りのところでコメントいただきました。 

3:15:55 23 ページ。 

3:15:57 森の埋戻し度に関して、 

3:16:00 液状化の観点から、 

3:16:02 説明すること。 



3:16:08 こちら 23 ページ、敷地造成を行っておりますところの森に関していただいたコ

メントです。 

3:16:16 続きまして 27 ページ、移動層が杭の間の抜けない根拠及び工藤層への命令

の考え方について説明すること。 

3:16:28 続きまして 50 ページ。 

3:16:30 ⑫断面で代表できる理由を詳細に説明すること、こちら鉄塔の断面が 12 断面

で代表できることといったコメントです。 

3:16:41 33 ページ、杭の配置されていない斜面の許容せん断抵抗力について説明す

ること。 

3:16:50 続きましてまとめ資料のページです。 

3:16:53 448 ページに配置の 3 次元的な考え方について説明すること。 

3:17:01 括弧断面の追加等と、 

3:17:04 またパワーポイント戻りまして 40 ページ関西電力の事例について、平面図を

示すこと、こちら括弧書きとさせていただいております。 

3:17:13 また、40 まとめ資料のページに飛びまして、449 ページ。 

3:17:18 減衰定数の考え方について説明すること。 

3:17:23 また、まとめ資料のページの 458 ページ、シームに関するＳＧに関して説明す

ること。 

3:17:31 パワーポイントの戻りまして、22 ページ、ｃｍ滑りについて説明すること。 

3:17:41 続きまして、パワーポイントの 51 ページ、断面図にアクセスルートを追記する

こと、こちら括弧書きとさせていただいております。 

3:17:51 斜面、 

3:17:53 に関する記載、コメントにつきましては以上となります。 

3:17:59 規制規制庁のハットリです。 

3:18:02 今の説明に対して確認する点がありましたらお願いします。 

3:18:12 規制庁のチギラディスバーポイントの 12 ページで、Ｂｑ断面について、これは

地下水の観点で、ちょっとこちらについても選定の考え方はですね、税率くださ

いっていうことを申し上げたと思うんですけど、そちらについても、 

3:18:28 検討の方お願いします。 

3:18:32 承知いたしました。液状化の考え方をすることとあわせて説明させていただき

たいと思います。 

3:18:43 規制庁のハットリです。 

3:18:45 他に確認する点あればお願いします。 

3:18:50 今ネットを確認させてもらってよろしいでしょうか。 



3:18:55 パワーポイント 4、右側のホワイトボードのパワーポイント 40 ページ、関西電

力の事例について平面図を示すこと。 

3:19:06 というのは、 

3:19:09 どうぞ。 

3:19:12 ＭＳ 

3:19:14 あ、わかりました。すいません。確認できました括弧書きですね。はい。 

3:19:20 わかりました。以上です。私からは以上です。 

3:19:26 叔母に確認するとありますでしょうか。 

3:19:31 それではその下、 

3:19:35 次のパートの方お願いしますどうぞ。 

3:19:45 中国電力のヒロイでそれではコメント回答及び変更点に関するコメントについ

て、 

3:19:52 ご説明いたします。まずトップバーポイントの 57 ページ、区間 12 の境界設定

の考え方を説明すること。 

3:20:01 まとめヒロイ 42 ページから 44 ページですが、大量送水車の保管場所の設定

の考え方を説明すること。 

3:20:08 バーポイント 68 ページです。手順項目についてわかりにくいので適正化する

こと。こちら括弧書きにしております。 

3:20:17 それからパワーポイント 67 ページ、9 款の使用作業性について説明すること。 

3:20:23 ポイント 68 ページ、変更前後の作業時間の違いについて説明すること。 

3:20:29 当然本当モードと左側に移りましてと下の方ですけれども、パワーポイント 71

ページ、大量送水車 2 台を使用したＳＡ手順変更するという手順を説明するこ

と。 

3:20:42 とまとめ資料 597 ページ、鉄塔への入力条件等について説明すること。 

3:20:48 Ｔａｌｌに行きまして、パワーポイント 57 ページ、境界部の傾斜が一体ゼロ対 7

の倍へと傾斜が最大 5％である理由を説明すること。 

3:21:00 パワーポイント 57 ページ岩盤と埋め戻しの境界部の傾斜が掛かん 1 より小さ

い理由を説明すること。 

3:21:08 パワーポイント 63 ページ、選定フローと滑落評価の関係性について説明する

こと。 

3:21:15 最後ですがパワーポイント 65 ページ図 5 の鉄塔について、断面図等を用いて

アクセスルートへの営業説明すること。 

3:21:24 あとすいませんヨシザキさんのコメントで取っ追加はしておりませんが、大量送

水車のｎとαの考え方を説明することというのを追加したいと思います。 

3:21:34 コメントは以上です。 



3:21:37 規制庁のハットリです。今の説明に対して確認する点がありましたらお願いし

ます。どうぞ。 

3:21:53 系統の中で、先ほどのヨシザキからのコメントで大量送水車のｎとαの考え方っ

ていうところで、ちょっと追加でということなんですけど、今のまとめ資料の 

3:22:08 工事のページで 43 ページで 44 ページのところに可搬式代替注水ポンプ確固

たる大量送水車っていうのと、ハ．が、これが今 15 メーターで使うんであって 5

メーターで使う大量送水車っていうのが、それぞれ 

3:22:25 書かれている形になっていてですね、可搬型設備としては別項目で立ててい

るんですけど、現状ＡＬＰＨＡっていう意味では、第 4 保管エリアの立地だ用語

兼用する形になっているので、 

3:22:42 これ別設備なんです。なのに、ＡＬＰＨＡが兼用できるっていう考え方というかで

すね、その辺りもうちょっと整理をして次回説明をお願いします。 

3:22:57 はい。中国電力のモリモトです。アルファの考え方整理してご説明します。以

上です。 

3:23:04 規制庁のハットリです。 

3:23:06 他に確認する点ありましたらお願いします。 

3:23:12 規制庁のハットリです。私が最後に確認したというかお願いした鉄塔の断面で

すけれども、500ｋＶだけではなくて、9 本の鉄塔それぞれについてすべて 

3:23:28 記載断面図を示していただきたいんですがいかがでしょうかどうぞ。 

3:23:36 はい、中国電力の清水です。了解いたしました。 

3:23:42 他に確認する点ありますか。 

3:23:46 はい、ないようですので 

3:23:51 ヒアリングの確認内容については今の内容でお願いします。 

3:23:55 今回文字起こし対象ですので、議事要旨としては公開されませんけれども、ホ

ワイトボードの内容については、メールで送っていただきたいと考えています

がいかがでしょうかどうぞ。 

3:24:11 はい。中国電力マキノです。了解しましたどうぞ。 

3:24:35 企画、 

3:24:41 成長のハットリです。 

3:24:43 最後に 

3:24:46 ヒアリング内容以外でもう結構ですので確認しておく点があればお願いしま

す。どうぞ。 

3:24:55 事業者側から確認するでありますからどうぞ。 

3:25:03 はい、ちゅ 6 電力マキノず、特にございませんどうぞ。 

3:25:07 はい。それではないようですので 



3:25:12 志間で原子力発電所 2 号炉の許可のヒアリングを終了いたします。どうもあり

がとうございました。ありがとうございました。 

3:25:21 規制庁のテルイです。それでは再開をいたします後半は監視測定ということで

説明をお願いします。 

3:25:33 中国電力のミナミです。監視測定設備の資料につきましては実績 31 で 60 条

及び 1．17 入れてるのが欠点 17 資料、またコメント回答の資料等を提出させ

ていただいておりますが、 

3:25:51 本日はヒアリングにおける確認事項の一覧表をまずご確認いただいて、それ

につきましてパワーポイントの資料を用いてご説明させていただきたいと思い

ます。それではまず、 

3:26:08 できました資料の提出日はですね、10 月 19 日に新たにコメント回答の審査会

合のコメント回答一覧、ヒアリングにおける来確認事項のリストの一覧、それと

パワーポイントの島根原子力発電所 2 号炉監視測定設備について、 

3:26:27 のコメント回答の資料。 

3:26:29 それとまとめ資料のですね 60 条の補足説明資料につきましては 19 日に、ま

たそれ以外の資料は 14 日に提出したものを再掲というところでご説明をさせ

ていただきます。です。 

3:26:44 失礼しました。 

3:26:47 失礼しました技術的能力のＡ．17 の資料も同様の箇所を訂正しておりますの

で 19 日に提出させていただいておりますしました。それではまずヒアリング、

確認で以降に対する回答一覧表をご確認お願いします。 

3:27:05 こちらの最後のページ、Ｆえとコメントの確認事項のナンバー25。 

3:27:12 前回の確認事項ですが、モニタリングポスト№2－1 が土石流危険渓流の範囲

であることがわかるよう説明することと、いうことにつきましてのご説明をさせて

いただきます。パワーポイントの資料の 3 ページをご確認をお願いします。右

肩 3 ページお願いします。 

3:27:37 こちら今、水色で示している敷地内の土石流危険渓流範囲について、前回ま

とめ資料でご説明させていただいたものでございますが、それに加えまして、

その外側につきましては、国交省のハザードマップの情報を茶色で追加してお

ります。 

3:27:57 右下のモニタリングポストＮｏ.2 につきましては、この範囲になっておりまして、

土石流の可能性がある場合は、代替測定場所への配置を判断する対象とい

うところになります。 

3:28:12 こちらにつきましては以上となります。 

3:28:16 続きましてヒアリングでの確認事項ナンバー26。 



3:28:23 気象観測設備が機能喪失し、構内雨量が確認できない期間において、警戒レ

ベル 5 代替測定場所への配置変更の判断基準とすることの妥当性を説明す

ること。 

3:28:35 こちらにつきましては、パワーポイントの右肩 2 ページを公約にお願いします。 

3:28:44 変更箇所は赤字で示しておりますが、 

3:28:48 代替測定場所への配置転換位置変更の判断基準、2 番目の矢羽のところに

なりますが、これの②番のところが土石流に係る判断基準となります。この海

側Ｎｏ.3 につきまして、 

3:29:03 構内雨量により代替測定場所の配置変更を基本的には判断いたしますが、

仮に構内雨量が確認できない期間につきましては、今回その土石流災害警戒

情報に該当するレベルである警戒レベル 4 が発令されている場合、自分たち

の構内で 

3:29:23 確認できない期間については、このレベルが発令されている段階で、代替測

定場所への配置変更を判断するというふうに記載を修正しております。 

3:29:33 こちらにつきましては、Ａは以上となります。 

3:29:37 続きまして、コメント、確認事項リストのナンバー27。 

3:29:44 可搬式モニタリングポストの土石流発生に備えた代替測定場所及び可搬式気

象観測スポーツの代替測定場所について選定させてその妥当性を説明するこ

とと、いうところになります。こちらにつきましてまずサンプポンプ右肩 3 ページ

をもう一度よろしくお願いします。 

3:30:07 こちら土石流の影響を受ける恐れのある場所、海側ナンバー3 に加えまして、

こちらで示す範囲の中で、山側にありますモニタリングポスト二番三番四番の

付近、 

3:30:22 及び 

3:30:24 可搬気象装置がですね、海側ナンバー3 の近くに設置する予定としております

が、この可搬式気象装置につきましても、該当となります。 

3:30:35 これらにつきましては、土石流に係る判断基準に達した場合は、代替測定場

所へ配置を変更します。 

3:30:43 可搬気象装置につきましては、新たに代替測定場所として第 1 保管エリア近

傍を設定しております。 

3:30:50 さらにモニタリングポストナンバー3 については、現在設定している代替測定

場所、赤丸の矢印の先の赤丸の部分になりますが、こちらが土石流の影響を

受ける、こちらに行くルートがＡだ土石流の影響を受ける可能性があり、 

3:31:09 配置に行けなくなる、なりますので、土石流に備えた代替測定場所を点線黒

丸の位置に設定を新たにしております。 

3:31:20 4 ページをお願いします。 



3:31:25 こちら、先ほどご説明した対象の監視設備の代替測定場所への配置手順を示

しております。基本的には海側Ｎｏ.3 と同様となります。ただし、山側のナンバ

ー3 ポストにつきましては、 

3:31:40 この矢羽四つ目の丸 2 番の以降最後のなお書き以降となりますが、 

3:31:48 雨量雨量が判断基準に該当した場合は、土石流発生に備えた代替測定場所

へ配置するということで、以上いたします。 

3:31:57 この山側Ｎｏ.3 の追加した土石流用の代替測定場所及び可搬気象装置の代

替測定場所の妥当性について 5 ページで説明します。 

3:32:10 ちょっとページお願いします。 

3:32:14 まずＮｏ.3 の土石流に備えた代替測定場所、 

3:32:20 ここに配置した場合のモニタリングポストの検知性、これはこれまでにもご説

明しておりますが、この検知性について確認しております。右の表に上段にそ

の方向に風が流れた場合の各モニタリングポストの形の方に対する検知感度

を示しております。 

3:32:39 この場合でですね下線が引いてあるところが、その方位の中で最も高い感度

を示すパスとなりますが、最低でも 1.5 掛ける 10 のマイナス 1 乗程度の感度

を有しておりまして、この最低感度につきましては、もともとの代替測定場所に

配置した場合と変更はありません。 

3:33:01 また、可搬基調観測装置の配置についてですが、第 1 保管エリア付近で、近く

に建造物、樹木等のない平たんな場所に人工芝にて 30 平方メーター以上の

路上を確保することで、発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針を満

足するか。 

3:33:21 場所を選定することとします。 

3:33:23 ご説明は以上となります。 

3:33:31 規制庁のテルイです。ご説明ありがとうございます。それでは、 

3:33:37 何かありましたらお願いします。 

3:33:46 規制庁のカドヤです。少し先ほどのヒアリングのときにも申し上げた話に絡む

んですけど、2 ページ目のところで、 

3:33:57 今回もともと警戒でブルー5 て言っていたものをＰ替えレベル 4 が発令されて

いるばいいということで、金かけてると思うんですけど、これ要するに警戒レベ

ル 4 になったら、 

3:34:12 可搬モニタリング可搬式モニタリングポストの配置位置に土石流の恐れが出

るから、この作業はしないで代替場所に目指しますっていうことだとすると、 

3:34:24 これ結局その先ほどの海水注水って意味切り替える判断基準も同じように可

搬型設備を使ってっていうところ、同じ判断基準になるのかなと思うんですけ

ど。 



3:34:41 その辺りはどう整理されてますか。 

3:34:49 はい。中国電力のオオタニです。ここでｔｏ2 ページ目に記載させていただいて

るところですけれど、ここについては機能喪失した場合に、要は常設もしくは可

搬ですでに設置してるものが機能喪失した場合にもやっぱ、 

3:35:08 警戒レベル 4 になればまでには 

3:35:12 配置場所を変更しますっていう判断になります。先ほど保管アクセスでご説明

させていただきましたところでも同じように、雨量計の 

3:35:24 が幾ついれば、雨量計で判断いたしますけれど、この雨量計が機能喪失して

いればこの警戒レベルを下げた形で 4 になれば、基本でやっていくというよう

な整理になります。以上です。 

3:35:39 傾聴の課税です。だから整理としては、雨量計が使用観測想定機能喪失して

いる場合には、その警戒レベルが一つずつ引き下げ今一つっていうか警戒し

ているレベル 4 でもって、原子炉注水の判断をするっていう 

3:35:59 整理にはなっているっていう行動と理解をしました。なので、そういう意味で他

設備側の方でも申し上げましたけど、そちら側でそういう整理をしていることが

明らかになるようにして、 

3:36:14 いただきたいなと思います。 

3:36:18 中国電力のオオタニです看板を他施設の方でもご説明させていただきました

ように今カドヤさんおっしゃるように、機能喪失した場合の警戒レベルはどうす

るかっていうところは、資料のほうに織り込んで別途ご説明させていただきた

いと思います。 

3:36:33 そうです。はい、了解をしました。 

3:36:45 規制庁のテルイです。すいません。 

3:36:50 今の話に関連して、一つ確認をさせていただきたいんですけど。 

3:36:55 今、今まで警戒レベル 5 だったのが、なぜ今回 4 に下げたんですか。その理

由を説明していただけますか。 

3:37:05 はい。中国電力のオオタニです。もともとはですね、先ほどちょっと保管アクセ

スの方でもご説明させていただいたんですけど、今、定量的にお示ししてる値

っていうのが警戒レベル 5 相当の 

3:37:20 定量的な雨量が示されているので、それに応じて、ちょっと前回の方は警戒レ

ベル 5 っていうふうにさせていただいてました。ただ、雨量計自体がですね機

能喪失しているので、すぐ 1 段下げて、実際警戒レベル 4 って出てるところ、

要は、 

3:37:39 土砂災害警戒情報が出てる断面ではもうすでに雨量の定量的にわからない

ので、ここは警戒レベル 4 で判断するのが適切だろうということで今回見直し

をさせていただいております。以上です。 



3:38:06 規制庁のテルイですと、それとＮＳか前かいいの。 

3:38:14 説明がやや、 

3:38:18 ここ考慮が足りてなかったってまあまあそういうことです。 

3:38:23 中国電力のオオタニです。ちょっと前回はですね雨量の定量的なところで警戒

レベル 5 っていうちょっと判断をしてございましたけれど、やはり 

3:38:34 定量的なものが見えないというところであればやはり、日一つ警戒レベル 4 の

形で進めた方がよろしいいいかという判断になっております。申し訳ございま

せん。 

3:38:47 経済のテルイです説明は理解し、 

3:41:05 すべてのテルイです。ちょっとながら話ししてますでしょうか。 

3:41:13 ということでナカムラ止めで了解しました。 

3:46:13 規制庁のテルイです。ちょっと今中で話をしていてあごちょっとこの、 

3:46:21 設定の考え方は理解をしているんですけど、その具体的なシチュエーションと

してどうなのかなっていうのを今、少し 

3:46:32 中で話をしておりまして、 

3:46:35 結局 

3:46:36 ＫＫ介入レベル 4 が出てたら、常設の気象観測装置が壊れていて、 

3:46:44 Ｋｒ4 が出たら、 

3:46:49 大体場所に置くわけですよね。だから、そうすると、 

3:46:59 要は、 

3:47:01 その警戒レベル 4 が出てるときに壊れない限りは、まずは、 

3:47:09 本来基本はいＴＴに置きに行くということでいいですよね。 

3:47:15 中国電力のミナミです。はい。その理解で結構です。ちょっと詰めてだからやっ

ぱ大体特定場所に置くのは、警戒レベル 4 が出ている、そのときにこれ壊れ

るっていうシチュエーションだけですよね。 

3:47:35 おそらく中国電力のミナミで大体測定場所にアオキ置く場合モニタリングポスト

の場合ですと、もちろん観測装置の話をしてる必要観測設備につきましては 

3:47:52 きちっと観測設備につきましては、 

3:47:55 事前に壊れるまでの間に常設雨量計で確認を、常時からしておきますので、

仮にその場で判断している段階で、すでに 3 時間雨量及び 48 時間雨量が 

3:48:13 その基準に該当していた場合で、警戒レベルはそこの時は別にしてですね、

事前の常設雨量計で確認できる段階でその判断基準に達しているときに、仮

に常設雨量計が 



3:48:29 機能喪失した場合は、それは今の警戒レベルにかかわらず、可搬気象装置と

代替測定場所に併設に行くという判断になります。ただし、層厚その雨量が確

認と料金が無料で確認されている段階で、 

3:48:46 例えば晴れているとかですね今は雨が降ってないとかそういうところで、判断

基準にあるような判断基準に到達していない団体で壊れたときに、計器は警

戒レベルが 4 が出ていれば、設置に行くと大体測定場所ですけど、それが出

ていなければ、 

3:49:05 それは監視測定場所に設置に行くというような考えになります。 

3:49:11 以上です。規制庁のテルイです。なかなか今この、ここでいう判断で先ほどの

あれで 3 時間 100 ミリ以上規格拡充の方でしょうか。ご自宅 10 日 500 は準備

ですよね、解釈をしているが、 

3:49:30 112 ですよね。 

3:49:32 からサージ管のほうでは、すいません中国電力のオオタニです。先ほどごくア

クセスの資料でいくと、準備段階でいくと 100150 なんですけど、 

3:49:44 実際最終的な判断でやるのは 150346、6 ヶ月携帯レベルこれが 5 相当の公

表値になってます。 

3:49:54 ですから警戒レベル 4 は、これより多分低めだと思うんですけど、定量データ

がきちっとがもう出てるわけではないので、あくまでも警戒レベル三、四ってい

う考え方は、 

3:50:10 常設等を借りに可搬もすでに設置したりた場合にあれば、それが機能喪失し

た場合に、 

3:50:19 のとして判断する目安というか、それが警戒レベルっていうことになります。96

ですわかってて、わかって少しクラリファイをしたくてあれ 1 個 1 個確認をして

るんですけど、だから、 

3:50:34 ここでいう※の 2 は費 150 とその 48 けど 346 ですよね。 

3:50:43 ここをその通りですとかですね。はい。ね。それと、警戒レベル 4 から関係は、

必ずしもリンクはしないので、 

3:50:55 その警戒レベル 4 がもしかすると判断基準に至るまで議論ができるかもしれ

ないし、判断基準に、 

3:51:04 もうだめ警報が先に来ちゃうっていうことも当然あり得るとは思っていて、 

3:51:11 ちょっとそうした場合に先にその常設の方で判断基準に達すれば、その事例

で壊れちゃったら、大体測定場所に置きに行くし、次の判断基準に達する前

に、 

3:51:25 壊れちゃった場合で警戒レベル 4 が出てなければ基本配置に置きに行く。 

3:51:33 ってことですよね。 



3:51:36 中国電力のミナミです。はい。その後理解です。結構です。以上では、判断基

準に至る前で警戒レベル 4 が出ていれば、 

3:51:47 その時に壊れれば大体測定値ですよね。 

3:51:52 中部電力のミナミです。はい、その通りでございます。以上です。 

3:52:06 そそうするとですよ。 

3:52:10 そう。吸着でＶｓそうすると、 

3:52:13 何を言おうと思っただけ。 

3:52:17 すごいピンポイントなんだよね、この状況がね。だから、すごいアートの 

3:52:23 ピンポイントな状況になっていって、その過半を 

3:52:29 注がそうで、本論が国家間ですけど、そうしたときにですよ。 

3:52:35 過半を置きに行きましたので、当然官はそこを気に入った時点から測定を開

始するわけで、そのデータの連続性っていうのがやはり失われるという理解で

いいんですよね。 

3:52:55 中国電力のミナミです。データの連続性というのは常設気象装置が壊れてか

ら可搬を設置するまでの期間が見れないという組成ことでしょうか。それはそ

の通りであります。以上です。そうすると、 

3:53:11 可搬を設置してから、ＯＳＣＡＡＲ設置時から 3 時間とか例えばですよ。 

3:53:19 深さ 3 等、 

3:53:23 いいようなにおいてなんていうと、さっき言った通りです。 

3:53:28 判断基準に至ってない場合で、 

3:53:35 警戒、 

3:53:40 アメリカちょっと自分の一体型説明書承知ください。 

3:54:16 政策すいません、自分らから困難しました。そうすると判断基準に達してない

場合って、警戒レベルも大分出てないです。すなわち基本配置位置に置いた

場合、 

3:54:31 沖に行った場合ですね。 

3:54:32 基本は一定程度気に入った場合は、 

3:54:36 その時の 

3:54:38 判断基準というのは先ほど言ったように、データの連続性がないから、その代

替委員基本代替の監視基礎観測装置で 3 時間とか 48 時間雨量ってわから

ないと思うんですけど、その場合は警戒レベルで判断していくことになるってい

うことでいいですか。 

3:54:58 さあ、中国電力のミナミです。はい。その理解で結構です。以上です。さらにち

ょっとパラスタしてくるんですけど、いや、気象観測装置、代替の気象観測装置

を基本排気位置に置きに行きました。 



3:55:13 それで 3 時間たって、そ 30 年度から大体のもので 3 時間雨量が見れるわけ

ですよね。その 3 時間経つまで警戒レベルが出なかったときってのはどうなり

ます。 

3:55:28 どうぞ中部電力のミナミ 

3:55:30 ミナミです。配置を通常の常設の 1 の大体の場所に設定して、そんで過量を

確認。 

3:55:42 設置後 3 時間雨量を確認し始めて、 

3:55:45 その期間で特に雨量が問題なければ、通常通りそのまま観測を続けるという

ふうになります。 

3:55:55 すいませんちょっとご質問の趣旨を理解してなかったかもしれません。 

3:56:02 母議決の判断基準の目、 

3:56:07 いわゆるここも※※2 の方の判断を、その代替設備を設置して 3 時間で、 

3:56:15 の間は、到底この判断基準ってのを確認するすべがないから、警戒レベルで

の判断になると思うんですけど、その 3 時間を超えた後であれば、その判断

基準前、 

3:56:26 片手落ちですけどね、3 時間無料ってのは見れるわけですよね。そうしたとき

に、境界でそのそういうその代替委員で監視ができるようになった場合であっ

ても、もう大体で見てるば警戒レベルで判断していくことになるのか。 

3:56:43 新たにとれたデータで判断していくことになるのかっていうところをクラリファイ

したいんですけども。 

3:56:49 中国電力のミナミです。代替測定、代替の監視測定設備観測使う測定設備が

設置後、設置後に確認できた雨量については、確認雨量が確認でき始めて、

それでその後、 

3:57:07 構内雨量を確認できる状態になれば、それは時間雨量と 48 時間雨量効果確

認できる状態になれば、それを今度は構内容量確認できる期間に戻ったとい

うところにつきましては、この内容で判断いたします。以上です。 

3:57:23 だけど、いろんなわかりますカラー、今、 

3:57:29 そういう意味で今判断基準って、例えば過去及びだから、うん。大体送って、 

3:57:37 可搬式気象間隔曹長設置後 48 時間以内は警戒レベルで判断し、48 時間以

降はｋＡとその可搬の気象解読装置のデータで判断していくっていう理解でい

いですか。 

3:57:54 すいません中国電力のオオタニで、今の設定としては 3 時間雨量と及び 48

時間雨量というふうに設定させていただいてるんですけど、実はこの以下のい

ずれかですから、3 時間もしくは 48 時間いずれから超えれば対応に移りま

す。以上です。 



3:58:12 っていうことはちょっと意外言い換えると、時可搬式の気象観測設備を設置後

3 時間以内は、 

3:58:22 警戒レベルの判断で行い、3 時間以降はその可搬式気象観測装置のデータ

で判断していくことになるということでいいですか。 

3:58:34 あれでも 48、 

3:58:37 中部電力のミナミです。はい。ご理解の通りです。以上です。 

3:58:46 そ、そのときに、Ａという 48 時間のデータっていうのは結局引き続き見れない

ことになるんですけどそこはどう考えてるんですか。 

3:58:57 中国電力のミナミですすいません少しご説明足りませんでした。3 時間雨量が

確認できるようになった段階で、3 時間雨量での判断は開始いたします。開始

いたしますが、3 時間雨量が到達していなくても、48 時間雨量が確認できない

状態になっておりますので、 

3:59:15 このときは、警戒レベルも併せて確認するというようなことになると考えてま

す。以上です。規制庁テルイです。わかりました。 

3:59:26 わかりました。だから閉鎖の 3 時間から 48 時間までは併用って形になる。 

3:59:37 中国電力のミナミです。はい。 

3:59:40 はい。その通りです。以上です。規制庁特別内容は理解しました。 

3:59:51 そうすると今の話はあれですかね、どちらかというと、報告案は建設側での議

論の方がいいでしょうか。全体像での中での中での議論かなと思ってるんです

けど。 

4:00:10 その方がいいだろうと。 

4:00:15 保管アクセス側で 

4:00:19 今のお話も含めてちょっと整理をして欲しくてですね。 

4:00:27 結局 

4:00:29 まだ炉注とか基づかん測定側で議論になってるその炉注二期の値をそのまま

谷から改正に切り替える判断とかとの 

4:00:40 今、それが仮に代替の可搬型の気象観測装置を使ってた時での議論、議論

だと思うので、そことあわせて整理をしていただけると、お互いに理解が進む

んじゃないかなと思うんですけどいかがですか。 

4:00:59 はい。中国電力の谷です。おそらく過半の 

4:01:05 この気象観測装置だけの話では多分ないと思いますので、他施設側で全体像

を整理させていただいた上で、 

4:01:12 ご説明させていただきたいと思います。監視測定は多分このまま経過マキノす

れば警戒レベル 4 っていうことで、というそういう整理をさせていただければ

と。 



4:01:24 以上です。政治のテルイです。わかりました。ありがとうございます。 

4:01:46 規制庁のカドヤです。今の議論で私も理解が深まったので、ちょっと繰り返し

ですけど、結局、今週木曜日の審査会合の場ではその警戒レベル 4 っていう

ところももちろん説明いただいているんですけど、その辺りの今の説明の関係

はほか説が 

4:02:05 やるんですっていうことを個々人明確に説明していただいた方が、そこに何か

いろんな人の質問が飛んでるとまたその場で議論になると混乱すると思うの

で、少しそこは交通整理を説明の場でもいただければと思います。 

4:02:23 中国電力のミナミです了解しました最初の資料説明の際にこの部分につきま

しては、今の保管アクセス側でのご説明いたしますという意図の説明を加えさ

せて丁寧に説明させていただきたいと思います。以上です。 

4:02:39 はい。よろしくお願いします。 

4:03:29 慶長の方で少し中で議論してるので商標お待ちください。 

4:10:32 ボンボン 

4:11:04 規制庁のテルイです。先ほどの議論をちょっと絵にしてみたんですけど、ここ

のここに書いてあったとか南方面、 

4:11:17 ここ見えますかね。 

4:11:21 見えないかなとアビル。 

4:11:26 中部電力ミナミで今確認できるので少々お待ちください。 

4:11:39 中部電力のミナミ率記載誤記記載されている通りの今考え方です。 

4:11:48 だから、常設できてる間はデータで見てそれが機能喪失した時点から警戒レ

ベルっていうものができて、増加班を設置するまでのリードタイムもあるさ設置

時間があって、 

4:12:06 そっから設置されてから 3 時間。 

4:12:10 計画後からは可搬のデータも使うしそばそっから 48 時間までを警戒レベルと

の併用で 4 時間以降可搬でいただけてくっていう、そういう感じです。 

4:12:29 置いてる機能って電波が音が飛んだから大丈夫だから、中国でのミナミって今

も記載いただいてる通りで、基本的には今考えておりますが、この考え方を基

本として、少しもう一度保管アクセスの方で、 

4:12:44 ご説明させていただきたいというふうに考えております。以上です。 

4:12:48 了解ですありがとうございます。映像機能、 

4:13:34 規制庁型技術すいません。他何かありますでしょうか。5、 

4:13:48 規制庁ナカムラです。金型気象観測装置のつい聞きたいんですけど、配置位

置なんですけど、まとめ資料に常設とグランドレベルを一緒にするっていうふう

に書いてありまして、ただ可搬型の 



4:14:06 可搬型機器の代替で緊対所付近に 

4:14:13 置かれる時ってグランドレベル変わると思うんですが、そこら辺はどのような考

えなんでしょうか、教えていただければと思いますのでお願いします。 

4:14:21 中国電力のミナミです。まず第 1 の選択肢である常設モニタリングポスト付

近、ここにつきましては他電力さんと同様に、乾式鳥瞰図設備置き場の考え方

として、常設すいません常設と同様、同様のレベルでの観測というところを今、 

4:14:41 記載しております。ただし、この場所に置けない場合ですね、可搬常設気象観

測設備の位置がですねどうしてもサブルート場であったり、土石流な可能性が

あるエリアとなりますので、この付近のエリアですね同等のレベルで 

4:15:01 安全指針に定める場所を確保するというようなところが、なかなか難しいという

ところになります。したがいまして、設置場所の作業性や、持っていく場所、 

4:15:17 との臭い性などを含めて、さらに少なくとも現職案の安全委員会の指針に定め

る 1 を満足するというところから、今回緊急時対策所付近に緊急時対策所の

近傍ではなくてですね 

4:15:34 建物からも少し離しておりますので、そこから少し数十メートル離れた位置に

はなりますが、その位置に今回新たに代替測定場所を設定しております。また

風向等に風速につきましては若干ずれ出ますけど、風向につきましては概ね

一致していることも確認しております。以上です。 

4:15:57 規制庁ナカムラＳＡ／他にＩＤといい場所もなくてそこで見られる変わっても影

響がないということで緊対所の近く、作業性もしやすいところに置かれたという

理解でよろしいでしょうか。 

4:16:12 中部電力のミナミです。はい。ご理解の通りです。以上です。 

4:16:17 その辺は規制庁ながらサトウございました。私からは以上です。 

4:17:33 規制庁のテルイです。可搬式気象観測装置の代替設置場所、今第一部入り

ナカムラとのやりとりはあった通りですけど、当然ここ保管場所の上、車両等と

かも置いてあると思うんですけど、 

4:17:51 車両の間部乖離とかには影響のない 

4:17:58 ところに置くのでしょうか。 

4:18:01 中部電力のミナミです。はい。そこは確認しておりましてその隅っこといいます

か、すみずみでもないですけどちゃんとスペース確保できる他のものに影響し

ない。スペースに人工芝引いてその路地を確保してから設置するということを

確認しております。以上です。 

4:18:22 規制庁テルイですが、なかなか言葉ではあらわしづらいかもしれないと、大体

どの辺かとかって、 

4:18:29 今、 

4:18:32 ご説明することは可能ですよ。 



4:18:34 中国電力のミナミです。ですね、23 ページのちょっと図ではあれなんですが 

4:18:47 キンたＥとか免震の方からですね、ミナミ、すいません。失礼しました北側に、 

4:18:55 かなり北側の 8 の方に 

4:18:59 多くというところでずれが少しスペースありますのでそちら側に配置するという

ことで勤怠から離すと建物から離すということも含めて、大高台の中でも、向こ

う北側の方側に設置するということを考えております。 

4:19:19 以上です。 

4:19:22 規制庁あたりです。そうするとあれですがね今ちょっと保管アクセス側の資料

見てるんですが、もともとその保管場所として外部大丈夫外に北側の方に 

4:19:39 これはあんま言っちゃいけない。 

4:19:43 やめときます。ちょっと人被害情報をしゃべるとなってますけど、 

4:19:52 出なければ、 

4:19:56 あれですかね。 

4:20:01 ａｎｄも緊対所の上の 

4:20:06 もともととらん可搬式のモニタリングポストとか、気象観測装置を保管している

場所付近っていう感じですか。 

4:20:23 中部電力ミナミです。少々お待ちください。 

4:20:48 答えるように、 

4:20:51 中国電力ヤマモトでございます。保管場所付近です。 

4:20:57 わかりました。了解です。ありがとうございます。 

4:21:20 成長の。 

4:21:22 3 ページの図の中で、今回土石流危険渓流、もう入れていただいたと思うんで

すけど、これオレンジ色のＧｙとその敷地のそこに向かって流れていくっていう

イメージでいいんでしょうか。 

4:21:43 中国電力のミナミです。その理解で結構です。こちら国交省のハザードマップ

から追加しておりますが、流れ出る方ですので、こちらを単 8 日まして、土浦

側からなん安泰に流れるというふうに考えております。以上です。 

4:22:04 判定がっていうのは外側っていうこと高高っていう理解ですね。 

4:22:09 なっちゃうんでねミナミ失礼しましたはい。下の図で言うと下側というところにな

ります。以上です。はい、わかりました。 

4:22:19 以上で。 

4:23:01 規制庁のテルイです。国家よろしいというか、目。 

4:23:06 はい。こちらからは特段ございませんが、中国電力から何かありますか。 

4:23:19 全国電力のミナミ熱、特にこちらからこれ以上はございません。以上です。 

4:23:26 はいとなりましたテルイですわかりました。それでも 



4:23:32 本日のヒアリングはこれで終了したいと思います。ありがとうございました。あ

りがとうございました。 

 


